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介護給付費の請求と支払の概要 

 

１．基本的な考え方 

 介護保険によるサービス提供は現物給付の仕組みが取り入れられ、原則利用者が一定の割合

（１～３割）を負担し、残額を保険給付費（以下、「介護給付費」という。）で賄います。 

 サービス事業所及び介護保険施設（以下、「事業所等」という。）は、この保険給付費について

市町村から委託を受けた国民健康保険団体連合会（以下、「国保連合会」という。）に介護給付費

の請求を行うこととなります。国保連合会では事業所等からの請求に基づき、上限管理等の審査

を行い、事業所等への支払を行います。 

 

２．国保連合会の介護保険事業関係業務（法第 176 条～第 178 条） 

介護保険法では、国保連合会の行う業務として以下の３つの業務が規定されています。 

（１）市町村から委託を受けて行う介護給付費等の請求に関する審査及び支払 

（２）指定居宅サービス等の質の向上に関する調査及び指定居宅サービス事業者等に対する必要な指導

及び助言 

（３）その他介護保険事業の円滑な運営に資する事業 

 

３．介護給付費の請求から支払までの流れ 

（１）居宅サービスの基本的な流れ 

① 要介護者又は要支援者（以下、「要介護者等」という。）は、居宅介護支援事業所に居宅介

護支援サービスの提供を依頼するとともに、居宅サービス計画作成依頼の旨を市町村に届

け出ます。 

② 居宅介護支援事業所は要介護者等の同意をもとに、居宅サービス事業所とサービスの提供

についての調整を行い、居宅サービス計画を作成します。また、作成した居宅サービス計

画をもとにサービス提供票、サービス利用票を作成し、それぞれ居宅サービス事業所、要

介護者等に交付します。 

③ 居宅サービス事業所は、サービス提供票に基づき要介護者等にサービスを提供し、利用者

はサービス利用料の自己負担金を居宅サービス事業所に支払います。 

④ 居宅サービス事業所は、提供したサービスの介護給付費請求書情報及び介護給付費請求明

細書情報（以下、「請求書等」という。）を翌月 10 日までに国保連合会に提出します。 

⑤ 居宅介護支援事業所は、要介護者等が受けたサービスに基づき（居宅サービス計画に変更

があった場合はその内容を反映する）給付管理票情報を作成し、居宅介護サービス計画費

等の請求書等とともに、翌月 10 日までに国保連合会に提出します。 
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⑥ 国保連合会は、給付管理票を基に居宅サービス事業所の請求書等と突合し支給限度額等の

審査を行います。 

⑦ 国保連合会は、居宅介護支援事業所及び居宅介護サービス事業所からの請求について審査

後、保険者に請求します。 

⑧ 保険者は、国保連合会に支払を行います。 

⑨ 国保連合会は、居宅介護支援事業所及び居宅サービス事業所に支払を行います。 

 

（２）施設サービスの基本的流れ 

① 介護保険施設は要介護者等毎に施設サービス計画を作成し、その計画に基づき介護サービ

スを提供します。 

② 介護保険施設は提供したサービスの請求書等を翌月 10 日までに国保連合会に提出します。 

③ 国保連合会は請求書等について審査した後、保険者に請求します。 

④ 保険者は国保連合会に支払を行います。 

⑤ 国保連合会は介護保険施設に支払を行います。 

 

４．介護給付費の請求と審査支払 

（１）請求受付 

 介護給付費の請求先は、事業所等が所在する都道府県の国保連合会（千葉県国保連合会）と

なります。他県の被保険者にサービスを提供した場合でも、事業所等所在地の国保連合会へ請

求します。請求が 10 日までに間に合わなかった場合や返戻等の再提出をする場合は、翌月の 1

日から 10 日に請求することができます（これを「月遅れ請求」といいます）。 

（受付期間について） 

「伝送」･･･1 日から 10 日の間に送信してください。（深夜の時間帯はなるべく避けてください。） 

「電子媒体の提出」･･･持参される場合は、10 日午後 5 時までにお願いします。また、郵送の場

合は、10 日必着でお願いします。 

ただし、月遅れ請求ができるのは最長で 2 年間（2 年を過ぎると消滅時効となります）です

ので、早期に請求してください。 

  

 

（２）請求書等の審査 

国保連合会では、主に次の①から④の審査を行い、審査結果については請求書等を提出した

月の翌月初めに各事業所等に通知します。 

① 1 次チェック 

 給付管理票・介護給付費明細書について項目ごとの形式チェックと、事業所、保険者、公

費負担者の各台帳との突合を行います。 

② 資格チェック 

 受給者台帳との突合によるチェックを行い、受給者資格の確認等を行います。 
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③ 上限チェック 

 居宅サービスの介護給付費請求明細書と給付管理票との突合を行い支給限度額の確認等

を行います。 

④ 審査委員会による審査 

 主に医療サービス（出来高分）の妥当性等の審査を行います。 

これらの審査により、「返戻
へんれい

」・「保留」・「査定」が決定します。 

 

※「返戻」・「保留」・「査定」があった場合の対応については、１０頁の「各種通知書の対応方

法等について」を参照してください。 

 

 

（３）事業所等への支払 

 事業所等への介護給付費の支払は、請求書等を提出した月の翌月末日に行います。 

 千葉県では、25 日に支払を行っています。 
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５．介護給付費の請求と審査支払の概要図 

（１）居宅サービスの請求と審査支払の概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

居宅介護（予防）支援事業所等 

 

居宅サービス計画を作成し、 

サービス利用票を交付 

サービス提供票の交付 

居宅サービスの提供 

自己負担金の支払 

請求書等 

の提出 

請求書等と給付管理

票情報の提出 

請求明細書 

受給者台帳 

事業所台帳 

給付管理票 

請求明細書と給付管理票の突

合による審査（上限チェック） 

受給者台帳や事業所台

帳等の各種台帳との突

合による審査 

国保連合会 

受給者台帳情報（要介護度や認定

有効期間などの受給者資格に関

する情報）の提出 

事業所台帳 

情報の提出 

介護給付費の支払 

国保連合会は審査結果に基づいて

保険者に請求し、保険者は国保連合

会に介護給付費の支払を行う。 

請求と支払 

要介護者 

要支援者等 

居宅（予防） 

サービス事業所等 

事業所等 

 

県 

保険者 
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（２）施設サービスの請求と審査支払の概要図 

 

 

 

要介護者 

施設サービス計画を作成し、その
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事業所台帳 
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帳等の各種台帳との突

合による審査 

国保連合会 

受給者台帳情報（要介護度や

認定有効期間などの受給者

資格に関する情報）の提出 

審査委員会 

事業所台帳 

情報の提出 

介護給付費の支払 

国保連合会は審査結果に基づいて

保険者に請求し、保険者は国保連

合会に介護給付費の支払を行う。 

請求と支払 

医療サービスの

妥当性等の審査 

介護保険施設 

県 

保険者 
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介護給付費の電子請求について 
 

 介護給付費の請求は、厚生省令第 20 号の規定により電子請求（「伝送」又は「電子媒体の提

出」）が原則となっており、これにより事業所等の請求事務の軽減・迅速化と国保連合会での確

実・迅速な審査・支払を目標としています。 

「伝送」とは、事業所等が、インターネットを利用して国保連合会のコンピューターに接続し、

請求データを送信する方法であり、休日や夜間の送信も可能となっております。伝送の送信結

果については、一定間隔を置いて再度[ツール]→[受信]することにより、送信データの到達を確

認することができます。 

「電子媒体の提出」とは、請求データをフレキシブルディスク・ＣＤ－Ｒ等の電子媒体に保存

し、その電子媒体を国保連合会に郵送等で提出する方法です。 

電子請求を行うためには、対応するソフトウェアとコンピューターが必要になります。介護

給付費の請求に関するソフトウェアは多数提供されていますが、電子請求に対応しているもの

であれば、どのソフトウェアでもご利用できます。 

 

１． 伝送を始める場合の準備 

対応するソフトウェア・コンピューター、またはインターネット環境（電子請求受付シス

テムを利用するうえで必要となるパソコンの動作環境を確認）を準備し、それぞれ ID・パス

ワードが必要になります。ID・パスワードを取得するためには、あらかじめ国保連合会に申

し込みが必要です。 

※ ID・パスワードの取得方法 

（１）新規に指定された事業所等の場合、「介護給付費の請求及び受領に関する届」の請求媒体

欄は７.伝送（インターネット）を選択して提出してください。 

（２）既に「介護給付費の請求及び受領に関する届」を提出済みの事業所等は、国保連合会介

護保険課ホームページより、「請求媒体変更届」をダウンロードし、事業所番号・事業所名

称・連絡先の電話番号・担当者名を記入したものを介護保険課（FAX043-254-0048）まで

FAXで送信してください。 

※ID・パスワードは、事業所等の所在地に郵送でお届けします（電話や FAXでは取扱いません）。 

 

２．電子媒体による請求を始める場合の準備 

対応するソフトウェア・コンピューター、フレキシブルディスク・ＣＤドライブ等の入出

力装置、フレキシブルディスク・ＣＤ－Ｒ等の電子媒体が必要になります。 

電子媒体を郵送する場合は、破損等を防止するために必ずケースに入れる等の対策をして

ください。また、電子媒体は正・副 2 本作成し、事業所番号、事業所名称、サービス提供年

月、提出年月日を記載して提出してください。（ＦＤはラベル／ＣＤ－Ｒはレーベル面に直に

記載）正本が損傷や磁気汚染等の理由から読み取りができない場合は副本を提出していただ

くことになりますので、副本は支払いが決定するまで事業所等側で保管してください。 
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３ 伝送データの送信結果状況について 

 

①：データを送信したら必ず「送信結果」を確認してください 

データを送信したら、伝送通信ソフトの「送信箱」内「送信結果」の各ファイルを選択し、

送受信ボタンを押して「送信結果」を確認してください。なお、送信データは下記【処理のな

がれ】のように、受付処理をした後に事前チェック処理を行います。 

また、各処理は表示の時間帯（30分間隔）で行いますので、事業所においては、データ送信

後、受付確認及び事前チェックエラーの受信まで、最長で 40分程度かかります。（例；8：01

送信→8：30受付→8：40 事前チェック結果の配信） 

 

【処理のながれ】 

 

事業所 データ送信 毎月１日 0：00から受付締切日の 23：30 までに送信してください 

↓ 

連合会 受   付   8：00から 23：30 まで３０分間隔で受付処理が実行（8：00、8：30・・・・・・23：30） 

↓  

連合会 事前チェック 8：10から 23：40 まで３０分間隔で事前チェック処理が実行（8：10、8：40・・・・・・・・23：40） 

↓ 

事業所 受付確認及び事前チェックエラー受信  

 

※23：30以降に請求データを送信された場合は、翌朝 8：00の受付処理になることから、受付

締切日（原則、毎月１０日）に関して、23：30以降の請求データ送信は、ご遠慮くださるよ

うお願いいたします。 

 

【伝送通信ソフトの送信結果画面】 

 
 

※上記送信結果画面【状態】【到達】【受付】状況説明 

 

【状態】正常終了【到達】○【受付】○（画面では送信ファイル名 KY000309.csv） 

受付が正常で、事前チェックエラーが存在しない状態です。 

【状態】下枠参照【到達】○【受付】△（画面では送信ファイル名 KY000310.csv） 

受付は正常に行われていますが、データの中に事前チェックでエラーになった情報が含ま

れています。対応方法は、②：【状態】に「下枠参照」が表示されたら 

をご覧ください。 

【状態】エラー【到達】○【受付】×（画面では送信ファイル名 KY000311.csv） 

外部インターフェイスエラー（※）が発生し、データ受付が行われていません。データの

再作成・再送信が必要です。データの取消は必要ありません。 

   ※外部インターフェイスエラー 

     コントロールレコードの処理対象年月が不正 

     ファイル名が規約に沿っていない 

     伝送整理番号中の事業所番号が存在しない 等 
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【状態】エラー【到達】× （画面では送信ファイル名 KY000312.csv） 

送信すべきファイルの種類ではない等の理由で全くデータを取り込めなかった状態です。

データの再作成・再送信が必要です。データの取消は必要ありません。 

【状態】待ち【到達】○ （画面では送信ファイル名 KY000401.csv） 

事前チェックを待っている状態です。暫くして、もう一度「送受信」ボタンを押してくだ

さい。上記の【処理のながれ】を参考にしてください。 

【状態】待ち （画面では最下段の送信ファイル名 KY000312.csv  ） 

  データを送信した直後の状態です。暫くして、もう一度「送受信」ボタンを押してくださ

い。上記の【処理のながれ】を参考にしてください。 

 

②：【状態】に「下枠参照」が表示されたら 

  請求されたデータの中に事前チェックエラーがある場合、「送信結果」の状態に「下枠参

照」が表示されます。 

【下枠参照の場合の表示例】 

 
 

事前チェック情報（事前チェックを実施した状況） 

フ ァ イ ル 名：送信したファイルの名前 

様    式：給付＝給付管理票、請求＝請求明細書 

明 細 件 数：請求明細書、給付管理票等の件数 

レコード件数：データの行数 

 

エラー情報（事前チェックでエラーとなったデータの詳細情報） 

フ ァ イ ル 名：エラーデータが含まれるファイルの名前 

様 式：様式の種類 

提 供 年 月：サービス提供年月、または給付管理対象年月 

サービス種類：サービス種類コード（限定できない場合は「－」） 

保 険 者 番 号：利用者の証記載保険者番号 

被保険者番号：利用者の被保険者番号 

項 目 名：エラーとなった項目の名前 

 値  ：上記項目に入力されていた値 

エ ラ ー 内 容：一次チェックでエラーとなった事由 

 

【状態】が「正常終了」「下枠参照」となったデータは事前チェックエラーの有無に関わ

らず、国保連の審査支払システムに登録されます。 



 

介護給付費の電子請求について         9 

 

下枠に表示されたエラー情報は、事前チェックした結果、送信ファイルの中にエラー項目

があったことを表しています。このエラーについて何も対処しなければ、データは審査支払

システムに登録され、エラー項目のある請求明細書・給付管理票は「返戻」扱いになります。

（ファイル全てが返戻になるわけではありません） 

 

《エラー情報のあるファイルについての取扱手順》 

①エラーが含まれているファイルの取消電文を作成し、送信する。 

 
 

「送信結果」フォルダ内の取り消したいファイルを選択し、青く反転している状態で右クリッ

クすると画面の状態になります。ここで「送信データ取消」をクリックしてください。その後、

「送信待ち」フォルダをクリックすると「取消電文」（送信ファイル名）が作成されますので、

「送受信」ボタンを押して送信してください。 

また、取消電文については、エラー情報の含まれたデータだけでなく、「正常終了」のデー

タについても、作成、送信が可能です。また、毎月１日から受付締切日の 23：30までなら、

何度でも行うことが可能ですが、受付締切日（原則 10日）はご注意ください。 

 

②送信結果が「取消完了」になっていることを確認する。 

送信から確認まで 40分程かかる場合があります。 

 
「取消電文」送信後、「送信結果」フォルダをクリックし「送受信」ボタンを押してください。

取り消したいファイルの下に、【送信ファイル名】上記電文取消【状態】取消完了【受付】○ 

と表示されれば取消処理が正常に完了しています。 

 

③事前チェックエラーのデータを修正したファイルを作成し送信する。 

下枠に表示されたエラー情報を参考にしてデータを再作成し、連合会にファイルを送信して

ください。エラー内容については、本会 HPに掲載しております事前チェックエラーリスト

をご覧ください。 

 

④送信結果が「正常終了」になっていることを確認する。 

※エラーへの対応をする・しないについては任意です。 

※再作成にあたっては、エラーになったデータだけを作り直すのではなく、エラー情報が含ま

れたファイル全体を作り直してください。 

※再作成ファイルの送信の前には、エラーが含まれたファイルの取消を必ず行ってください。

行わない場合、重複エラーが発生します。 

※送信結果画面表示等については、国保中央会介護伝送ソフトをご利用の場合に限ります。 

 他社伝送ソフトをお使いの場合は、ソフト購入会社にお問い合わせください。 



1
0
 

各種通知書の対応方法等について 

 

１．国保連合会から各事業所等へ送付する主な帳票 

 国保連合会では毎月の審査結果を翌月に通知します。介護給付費等の請求を行った翌月には、下記の帳票が届きますので、必ず内容をご確認いただきますようお

願いします。又、伝送で登録されている事業所には、伝送にて返却する対応をしております。（※１）該当する帳票としまして、請求明細書・給付管理票返戻（保

留）一覧表、審査増減単位数通知書、再審査決定通知書、過誤決定通知書、給付管理票決定者一覧表、支払決定額通知書、支払決定額内訳書、被保険者別支払決定

明細一覧表が伝送にて返却されます。なお、これらの帳票は原則として再発行しませんので、厳重に保管されるよう併せてお願いいたします。 

 

帳票名 目的 伝送 以外 

請求明細書・給付管理票返戻（保留）一覧表 介護給付費明細書、給付管理票の返戻対象および介護給付費明細書の保留対象を通知する 1日 3日前後 

介護保険審査増減単位数通知書 サービス種類ごとに減単位数等を通知する 1日 3日前後 

介護給付費再審査決定通知書 給付管理票（修正）等による支払額を通知する 1日 3日前後 

介護給付費過誤決定通知書 事業所等からの申し出による給付実績の取り下げなどを通知する 1日 3日前後 

給付管理票決定者一覧表 給付管理票決定者（県内のみ）を通知する 1日 3日前後 

介護給付費等支払決定額通知書 介護給付費の支払決定額と振込先金融機関を通知する 15日 22日以降 

介護給付費等支払決定額内訳書 介護給付費の支払決定額の内訳を通知する 15日 22日以降 

被保険者別支払決定明細一覧表 個人別支払決定額を通知する 15日 22日以降 

介護予防サービス計画作成委託料支払内容 

通知書兼明細書 
サービス計画作成委託料の支払金額を通知する 15日 22日以降 

介護職員処遇改善加算総額のお知らせ 介護職員処遇改善加算の加算総額を通知する 15日 22日以降 

※１.伝送（インターネット） 



2. 各帳票の通知内容と対応方法

(1) 請求明細書・給付管理票返戻（保留）一覧表

請求明細書・給付管理票返戻（保留）一覧表
事業所（保険者）番号 令和2年4月  審査分　

１ 頁
事業所（保険者）名 ○○サービス事業所 千葉県国保連

1
1

　　　　＊　種別　：サ・・サービス計画費請求明細書、請・・請求明細書、給・・給付管理票
　　　　＊　サービス項目等　：審査エラーによる返戻のうち、明細情報と特定入所者情報のエラーにはサービス項目コード、特定情報のエラーには識別番号が出力されます。
　　　　＊　備考の保留は、当月審査分において居宅介護支援事業者から給付管理票の提出がないため、保留扱いとしたものである。

保険者（事業所）番号
保険者（事業所）名

被保険者番号
被保険者氏名

種別
サービス
提供年月

事由
サービス
項目等

単位数
特定入所者介護費等

127xxxxxxx 令和 ２年５月１日

サービス
種類

備考内　　　　容

「種別」 
返戻（または保留）となったものの種別
給・・・給付管理票 
サ・・・サービス計画費 

「サービス提供年月」 
返戻（または保留）となった請求
明細書等のサービス提供年月
が表示されます。 

「サービス種類」、『サービス項目等』 
返戻（または保留）となった請求明細
書等のサービス種類、サービス項目
等が表示されます。 

「単位数（特定入所者介護費等）」 
返戻（または保留）となった請求明細書
等の単位数または特定入所者介護費
等が表示されます。 

「事由」 
Ａ・・・1次チェック 
Ｂ・・・資格チェック 
Ｃ・・・上限チェック（明細書） 
D・・・上限チェック（計画費） 

「内容」 
返戻（または保留）となった請求明細書等の
返戻（または保留）の内容が表示されます。 

「備考」 
返戻（または保留）となった内容
をコードで表示します。 



(1) 請求明細書・給付管理票返戻（保留）一覧表

請求明細書・給付管理票返戻（保留）一覧表
事業所（保険者）番号

１ 頁
事業所（保険者）名 ○○サービス事業所 千葉県国保連

△○市  ｾｲﾎ　ﾀﾛｳ

　　　　＊　種別　：サ・・サービス計画費請求明細書、請・・請求明細書、給・・給付管理票
　　　　＊　サービス項目等　：審査エラーによる返戻のうち、明細情報と特定入所者情報のエラーにはサービス項目コード、特定情報のエラーには識別番号が出力されます。
　　　　＊　備考の保留は、当月審査分において居宅介護支援事業者から給付管理票の提出がないため、保留扱いとしたものである。

サービス
項目等

11

11

11

11

14

14

14

3,702 Ｂ

127xxxxxxx

保険者（事業所）番号
保険者（事業所）名

被保険者番号
被保険者氏名

種別
サービス
提供年月

サービ
ス種類

11

14

証記載保険者番号　　　：市町村の認定変更が未設定 12ＰＡ

1310ＸＸ 0000000001
返戻

請 Ｒ2.2
0000010000

14,060 C 支援事業所に請求明細書に対応した給付管理票の提出依頼が必要

△○市  ｶｲｺﾞ　ｲﾁﾛｳ

保留
△○市  ｶｲｺﾞ　ｲﾁﾛｳ

請 支援事業所に請求明細書に対応した給付管理票の提出依頼が必要30,100 C

令和 ２年５月１日

12,500 C 保留支援事業所に請求明細書に対応した給付管理票の提出依頼が必要

備考内　　　　容
単位数

特定入所者介護費等
事由

令和2年4月 審査分

1
2

1220XX 0000011112
Ｒ2.3

0000011112

請 Ｒ2.3

Ｒ2.3

請

1220XX

Ｂ

Ｂ

被保険者番号　　　　　　：市町村の認定変更が未設定

証記載保険者番号　　　：市町村の認定情報が未登録（受給者台帳）

請 3,702

請

Ｒ2.2

Ｒ2.2 2,080

12ＰＡ

12Ｐ0

1221ＸＸ 0000011114
請 Ｒ2.2 2,080 Ｂ 被保険者番号　　　　　　：市町村の認定情報が未登録（受給者台帳） 12Ｐ0

1220XX
 ｺｸﾎ　ﾊﾅｺ△○市

0000010000

△□市
1220XX 0000011100

△○市  ｶｲｺﾞ　ｲﾁﾛｳ

△□市

1220XX
△○市

○○区

1221ＸＸ 0000011114

0000010000
 ｺｸﾎ　ﾊﾅｺ

交換情報識別番号　　　：過去に同じ請求明細書を提出済 ANN4

請 Ｒ2.1 2,750 Ｂ

11

0000011112
11

交換情報識別番号　　　：同月に同じ請求明細書を提出済 ANN2

1220XX 0000011112
請 Ｒ2.2 1,164 Ｂ

ANNM
△○市  ｶｲｺﾞ　ｲﾁﾛｳ

請 Ｒ2.2 1,164 Ｂ サービス種類　　　 　　　　：支援事業所に給付管理票の修正依頼が必要
1220XX

Ｂ 交換情報識別番号　　　：過去に同じ請求明細書を提出済 ANN4
△○市  ｺｸﾎ　ﾊﾅｺ

請 Ｒ2.1 5,024
1220XX



(1) 請求明細書・給付管理票返戻（保留）一覧表

請求明細書・給付管理票返戻（保留）一覧表
事業所（保険者）番号

１ 頁
事業所（保険者）名 ○○支援事業所 千葉県国保連

　　　　＊　種別　：サ・・サービス計画費請求明細書、請・・請求明細書、給・・給付管理票
　　　　＊　サービス項目等　：審査エラーによる返戻のうち、明細情報と特定入所者情報のエラーにはサービス項目コード、特定情報のエラーには識別番号が出力されます。
　　　　＊　備考の保留は、当月審査分において居宅介護支援事業者から給付管理票の提出がないため、保留扱いとしたものである。

 △○市  ｶｲｺﾞ　ｼﾞﾛｳ

返戻

1
3

Ｄサ Ｒ2.1 1,000
1220ＸＸ

 ｶｲｺﾞ　ﾊﾅｺ

0000010000
 △○市  ｶｲｺﾞ　ﾊﾅｺ

ANＮ9

ANＮ4

750 Ｂ

Ｂ1,250

給付管理票の作成区分新規での提出が必要

交換情報識別番号　　 :過去に同じ請求明細書を提出済

Ｒ2.1

0000000700
サ Ｒ2.2

0000010000
給

43

 △○市  ｶｲｺﾞ　ﾊﾅｺ
1220ＸＸ

ANNJ

1220ＸＸ 0000010000
給

 △○市
給付管理票の作成区分新規での提出が必要 ANＮ9

交換情報識別番号　　：過去に同じ給付管理票（新規）を提出済

ＢＲ2.1 750

27,670 Ｂ

17

給 Ｒ2.2

 △○市  ｶｲｺﾞ　ｼﾞﾛｳ
1220ＸＸ 0000000700

 △○市  ｶｲｺﾞ　ｼﾞﾛｳ

0000000700

ANNJ

1220ＸＸ
1,300 Ｂ

 △○市  ｶｲｺﾞ　ｼﾞﾛｳ

ANNJＲ2.2給 交換情報識別番号　　：過去に同じ給付管理票（新規）を提出済17

サービ
ス種類

Ｂ

単位数
特定入所者介護費等

事由

11

保険者（事業所）番号
保険者（事業所）名

被保険者番号
被保険者氏名

種別
サービス
提供年月

令和2年4月 審査分

Ｒ2.2給 26,370

支援事業所に請求明細書に対応した給付管理票の提出依頼が必要

1220ＸＸ

1220ＸＸ 0000000700
交換情報識別番号　　：過去に同じ給付管理票（新規）を提出済

127xxxxxxx 令和 ２年５月１日

備考内　　　　容

43

サービス
項目等



(1) 請求明細書・給付管理票返戻（保留）一覧表

請求明細書・給付管理票返戻（保留）一覧表
事業所（保険者）番号

１ 頁
事業所（保険者）名 ○○支援事業所 千葉県国保連

　　　　＊　種別　：サ・・サービス計画費請求明細書、請・・請求明細書、給・・給付管理票
　　　　＊　サービス項目等　：審査エラーによる返戻のうち、明細情報と特定入所者情報のエラーにはサービス項目コード、特定情報のエラーには識別番号が出力されます。
　　　　＊　備考の保留は、当月審査分において居宅介護支援事業者から給付管理票の提出がないため、保留扱いとしたものである。

43

43

サービス
項目等

17

計画作成区分　      　：市町村の認定情報と不一致（作成区分）Ｂ2,800

2,800

2,800

計画作成区分       　　：市町村の認定情報と不一致（作成区分）

対象年月              　　：市町村の認定情報と不一致（作成区分）

証記載保険者番号　　：市町村の認定情報と不一致（作成区分）

被保険者番号　      　：市町村の認定情報と不一致（作成区分）

Ｂ

12Ｐ5

12Ｐ5

12Ｐ5

12Ｐ4

2,800

2,800

支援事業所番号 　  　：市町村の認定情報と不一致（支援事業所）

Ｂ

Ｂ

Ｂ

1220ＸＸ
 △○市

12Ｐ5

12Ｐ5

2,800 Ｂ
0000000001

給

給

Ｒ2.3
0000000001

 ｶｲｺﾞ　ｼﾝﾀﾛｳ

Ｒ2.3

給

Ｒ2.3

給

Ｒ2.3

Ｒ2.3

Ｒ2.3

 ｶｲｺﾞ　ｼﾝﾀﾛｳ

0000000001
 ｶｲｺﾞ　ｼﾝﾀﾛｳ

0000000001
 ｶｲｺﾞ　ｼﾝﾀﾛｳ

給

給

1220ＸＸ
 △○市

0000000001
 ｶｲｺﾞ　ｼﾝﾀﾛｳ

 ｶｲｺﾞ　ｼﾝﾀﾛｳ

1220ＸＸ
 △○市

1220ＸＸ
 △○市

0000000001

12Ｐ4

1220ＸＸ 0000000001
給 Ｒ2.3 2,800 Ｂ 12Ｐ5

17

17

2,800 Ｂ 支援事業所番号　　 　：市町村の認定情報と不一致（支援事業所）

被保険者番号　       　：市町村の認定情報と不一致（作成区分）
 ｶｲｺﾞ　ｼﾝﾀﾛｳ △○市

12Ｐ5
 △○市  ｶｲｺﾞ　ｼﾝﾀﾛｳ

給 証記載保険者番号　　：市町村の認定情報と不一致（作成区分）Ｒ2.3 17

127xxxxxxx 令和 ２年５月１日

2,800 Ｂ 12Ｐ5
 ｶｲｺﾞ　ｼﾝﾀﾛｳ

令和2年4月 審査分

備考内　　　　容
単位数

特定入所者介護費等

 △○市

1220ＸＸ 0000000001
Ｒ2.3

0000000001

給 Ｒ2.3

給

1220ＸＸ
 △○市

種別
サービス
提供年月

事由

対象年月　　　　　　  　：市町村の認定情報と不一致（作成区分）

2,800 Ｂ

サービ
ス種類

17

1
4

1220ＸＸ
 △○市

1220ＸＸ

保険者（事業所）番号
保険者（事業所）名

被保険者番号
被保険者氏名

1220ＸＸ 0000000001
 △○市  ｶｲｺﾞ　ｼﾝﾀﾛｳ

1,250 Ｂ 支援事業所番号　　 　：市町村の認定情報と不一致（支援事業所） 12Ｐ4
1220ＸＸ 0000000001

サ Ｒ2.3
 △○市  ｶｲｺﾞ　ｼﾝﾀﾛｳ

1,250 Ｂ 被保険者番号　       　：市町村の認定情報と不一致（支援事業所） 12Ｐ4
1220ＸＸ 0000000001

サ Ｒ2.3
 △○市  ｶｲｺﾞ　ｼﾝﾀﾛｳ



請求明細書・給付管理票返戻（保留）一覧表の対応方法 

 

通知内容 一覧表の表示 事業所等側の対応 

返戻 

備考欄にエラーコード

（英数字４文字）が表

示されている場合。 

事業所等の誤り

による場合 

内容を訂正して再度提出する（返戻となった請求明細書等を再提出する場合は、月遅れの

提出と同様に行う）。 

保険者の受給者

台帳に誤りがあ

る場合 

保険者に受給者台帳の訂正を依頼し事業所等から再提出を行う。 

内容欄が「支援事業所

に請求明細書に対応し

た給付管理票の提出依

頼が必要」で備考欄が

「返戻」である場合。 

請求明細書に対する給付管理票が未提出か、あるいは提出した給付管理票が返戻となった場合である。居宅

介護支援事業所に給付管理票（作成区分「新規」）の提出依頼をし、さらに該当する請求明細書を再提出す

る。 

内容欄が「審査委員会

の判定により却下」で

ある場合。 

事業所等からの

申し出による返

戻の場合 

再請求する場合は、月遅れ分と同様に行う。 

重複請求による

場合 
正しい内容の請求明細書を提出する。 

審査委員会の判

定により却下さ

れた場合 

審査委員会の指示に従い、再請求する。 

保留 

内容欄が「支援事業所

に請求明細書に対応し

た給付管理票の提出依

頼が必要」で備考欄が

「保留」である場合。 

請求明細書に対する給付管理票が未提出か、あるいは提出した給付管理票が返戻となっている場合なので、

居宅介護支援事業所に給付管理票（作成区分「新規」）の提出依頼をする。保留となっている請求明細書を

再提出する必要はない。なお、保留期間は千葉県の場合、４ヶ月間とする。 

1
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給付管理票決定者一覧表

被保険者氏名
サービス
事業所番号

サービス
種類コー

ド
備考

ｺｸﾎ　ｼﾞﾛｳ 1270100568 11

ｶｲｺﾞ ﾊﾅｺ 1271301234 21

ｺｸﾎ  ﾐﾉﾙ 1271301234 21

ｺｸﾎ  ﾐﾉﾙ 1270100568 11

ｺｸﾎ  ﾐﾉﾙ 1270100666 15

ｶｲｺﾞ ｺｳｼﾞ 1260123456 13 修正

ｶｲｺﾞ ｺｳｼﾞ 1273800039 17 修正

ｶｲｺﾞ ｺｳｼﾞ 1280800294 11 修正

ｺｸﾎ  ｷｸ 1271100234 21 取消

16

保険者名 被保険者番号

審査年月 2020年04月
事業所番号 127XXXXXXX 事業所名 ○○介護支援センター

△○市 0000002000

サービス計画
点数・日数

201903 1220XX △○市 0000002000 9,643

対象年月 保険者番号

○×市 0000300000

3,676

201903 1220XX △○市 0000002000 4,084

201903 1220XX

○×市 0000300000

5,687

201902 1222XX ○×市 0000300000 1,530

201902 1222XX

△○市 0000000700

2,500

201812 1230XX □▲町 0000000600 6,500

201902 1222XX

（２） 給付管理票決定者一覧表

1,500

201903 1220XX △○市 0000010000 1,250

201903 1220XX

審査決定された給付管理票の受給者別に表示される。 
（県内の受給者しか表示できない） 

作成区分「1.新規」は空白 
作成区分「2.修正」「3.取消」が表示される。 



（３）　介護保険審査増減単位数通知書

介護保険審査増減単位数通知書
令和2年4月  審査分

事業所番号
１頁

事業所名 千葉県国保連
千葉県介護給付費審査委員会

給付管理に実績が記載されていないもの

保険者番号

B 給付管理票の実績を超えるもの F 担当規程に反するもの
G 前記の外、不適当、不必要と認められるもの

A C 適応と認められないもの
D 過剰と認められるもの
E 重複と認められるもの

上限審査分 出来高分
記号 内    容 記号 内    容

連  絡  事  項  
被保険者氏名

127xxxxxxx

○○サービス事業所

令和2年5月1日

事由
項目コード提供年月

被保険者番号 増減単位数 内     容サービス サービス サービス
種類コード

1
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居宅サービスの請求明細書と給付管理票を突合して審査を
行った結果、給付管理票の計画単位数を超えて請求があった
場合（または請求明細書の計画単位数を超えて請求した場
合）は計画単位数まで支払額が減額（査定）されます。 

「サービス種類コード」、「サービス項目コード」 
減点となった請求明細書等の該当のサービスコード
が表示されます。 

「内容」 
減点又は増点となった請求明細書等の内容が表示されます。 
上段に減点又は増点の事由、下段に「確定単位数」（実際に
支払われる単位数）と請求単位数（請求明細書に記載されて
いる単位数）が表示されます。 

「保険者番号」「被保険者番号」 
「被保険者氏名」 
減点となった請求明細書等の保険者
番号と被保険者番号に該当する受給
者情報の被保険者氏名が表示されま
す。 

「事由」 
減点となった請求明細書等の減点の事由がアルファベッ
ト1文字で表示されます。 
記号の内容は、表の右下にある内容を参照してください。 

「増減単位数」 
減点となった請求明細
書等の単位数が表示さ
れます。 



（３）　介護保険審査増減単位数通知書

介護保険審査増減単位数通知書
令和2年4月  審査分

事業所番号
１頁

事業所名 千葉県国保連
千葉県介護給付費審査委員会

給付管理に実績が記載されていないもの

1
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B

Ａ
ｶｲｺﾞ　ﾊﾅｺ

Ｒ2.3 11

1220XX
0000010000

Ｒ2.3 12

内     容

Ｒ2.3 11 1111

サービス サービス サービス
種類コード

連  絡  事  項  
被保険者氏名

127xxxxxxx

○○サービス事業所

令和2年5月1日

事由
項目コード提供年月

被保険者番号 増減単位数

1211 -300

1111 -1250
 給付管理票に実績が記載されていないもの
 確定単位数（　　　0単）請求単位数（　1250単）

Ｒ2.3 11

 給付管理票の実績を超えるもの
 確定単位数（　1500単）請求単位数（　1800単）

1112

上限審査分 出来高分
記号 内    容 記号 内    容

A C 適応と認められないもの
D 過剰と認められるもの
E 重複と認められるもの

B 給付管理票の実績を超えるもの F 担当規程に反するもの
G 前記の外、不適当、不必要と認められるもの

保険者番号

ｺｸﾎ　ｼﾞﾛｳ

ｺｸﾎ　ｼﾞﾛｳ

ｺｸﾎ　ｼﾞﾛｳ
1220XX

0000000700

1220XX
0000000700

1220XX
0000000700

居宅サービスの請求明細書と給付管理票を突合して審査を
行った結果、給付管理票の計画単位数を超えて請求があっ
た場合（または請求明細書の計画単位数を超えて請求した場
合）は計画単位数まで支払額が減額（査定）されます。 



 

介護保険審査増減単位数通知書の対応方法 

 

通知内容 事由欄の表示 原因 事業所等側の対応 

査定 

Ａ 

（給付管理票に実

績が記載されてい

ないもの） 

給付管理票のサービス事業所番号、サービス

種類の誤り。 

（同一事業者でもサービス種類ごと、支店ご

とに事業所番号が異なる場合があるので注

意する。） 

 居宅介護支援事業所に給付管理票（作成区分「修正」）の提

出依頼をする。 

 当該請求明細書（減額された請求明細書）の内容が正しい場

合は、請求明細書を再提出する必要はない。 

給付管理票に当該事業所分の計画がない。 

Ｂ 

（給付管理票の実

績をこえるもの） 

給付管理票の計画単位数の誤り。 

請求単位数の誤り。 

 給付管理票の計画単位数を超えた分が減額され、確定単位数

分の支払がされる。確定単位数で不足がある場合は、居宅介護

支援事業所に給付管理票（作成区分「修正」）の提出依頼をす

る。 

 当該請求明細書（査定された明細書）の内容が正しい場合は、

請求明細書を再提出する必要はない。 

Ａ，Ｂ 
請求明細書の計画単位数欄の誤り。（給付管

理票の計画単位数は正しい場合） 

過誤申し立てにより、当該請求明細書の給付実績の取り下げを

行い、再度請求する。 

1
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1
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（４）　介護給付費再審査決定通知書

介護給付費再審査決定通知書（令和2年5月取扱分）

１　頁

審査委員会において再度審議した結果、下記のとおり決定しましたので通知します。 千葉県国保連

千葉県介護給付費審査委員会

令和2年6月1日

再審査
結果ｺｰﾄﾞ

備考
再審査

申立事由

事業所番号

127xxxxxxx
事　業　所　名

○○サービス事業所

証記載保険者番号
証記載保険者名

被保険者番号
被保険者氏名

調整単位数 保険者負担額
サービス
提供年月

当初請求単位
原審単位数

申立単位数 決定単位数
　サービス

種類名

合 計
介護給付費
高額介護サービス費

件　数 単位数
再　審　査　申　立　（請　求）

単位数保険者負担額 件　数 保険者負担額
再　審　査　決　定

保険者負担額
調　　　　整

件　数 単位数

20

当初提出された給付管理票の内容誤りにより請求明細書が査定さ
れた場合、翌月以降に給付管理票の修正が提出されると請求明細
書の上限審査が再度行われます。 
この再審査により決定した内容を通知します。 

「当初請求単位数」「原審単位数」「申立単位数」「決定単位数」「調整単位
数」「保険者負担額」 
当初請求単位数は、実際に請求された単位数が表示されます。 
原審単位数は、請求時に審査決定された単位数が表示されます。 
申立単位数は、原審単位数に対して申し立てた単位数が表示されます。 
決定単位数は、申立単位数に対し再審査決定後の単位数が表示されま
す。 
調整単位数は、原審単位数に対する決定単数の差が表示されます。 
保険者負担額は、支払報酬から調整される額が表示されます。 

「再審査申立事由」 
再審査申立事由が
表示されます。 

「合計欄」 
上の表の合計が表示されます。 



（４）　介護給付費再審査決定通知書

介護給付費再審査決定通知書（令和2年5月取扱分）

１　頁

審査委員会において再度審議した結果、下記のとおり決定しましたので通知します。 千葉県国保連

千葉県介護給付費審査委員会

21

300 2,700
給付管理票
実績修正

令和2年6月1日

1,800
1,500

1,800

再審査
結果ｺｰﾄﾞ

備考
再審査

申立事由

1220XX

△○市 ｺｸﾎ　ｼﾞﾛｳ

0000000700

1220XX

△○市 ｶｲｺﾞ　ﾊﾅｺ

0000010000

事業所番号

127xxxxxxx
事　業　所　名

○○サービス事業所

証記載保険者番号
証記載保険者名

被保険者番号
被保険者氏名

調整単位数 保険者負担額
サービス
提供年月

当初請求単位
原審単位数

申立単位数 決定単位数
　サービス

種類名

Ｒ2.3

Ｒ2.3 訪問入浴介護

訪問介護

合 計
介護給付費
高額介護サービス費

件　数 単位数
再　審　査　申　立　（請　求）

単位数
3,050

保険者負担額 件　数
0

保険者負担額
27,450

調　　　　整
件　数

0
単位数

1,550

再　審　査　決　定

13,950

1,250 11,250
給付管理票
実績修正

1,250
0

1,250

保険者負担額



（５）　介護給付費過誤決定通知書

介護給付費過誤決定通知書（令和2年4月取扱分）

過誤申立てについては､下記のとおり決定しましたので通知します。

１　頁

千葉県国保連

22

※１　特定入所者介護サービス費等の場合は金額が印字される

保険者負担額件数 単位数※1　（費用額）

合計
介護給付費

特定入所者介護サービス費等

保険者負担額
（公費負担額）

備　考
サービス
提供年月

サービス
種類名

過誤申立事由

事業所番号

127xxxxxxx
事　業　所　名

○○サービス事業所

被保険者番号
被保険者氏名

単位数
（特定入所者介護費等）

証記載保険者番号
保険者名

令和2年5月1日

過誤申立てによる給付実績の取下げを行った場合に、
取り下げる金額が表示されます。 

｢過誤申立事由｣ 
過誤となった明細書様式と、
その理由を表示します。 

「単位数」（特定入所者介護サービス費） 
過誤となった単位数と特定入所者介護
サービス費を表示します。 

「保険者負担額」（公費負担額） 
保険者負担額、公費負担額の支払報酬
から過誤となる金額が表示されます。 

「合計欄」 
上の表の合計が表示されます。 



（５）　介護給付費過誤決定通知書

介護給付費過誤決定通知書（令和2年4月取扱分）

過誤申立てについては､下記のとおり決定しましたので通知します。

１　頁

千葉県国保連

23

※１　特定入所者介護サービス費等の場合は金額が印字される

-2,498

特定入所者介護サービス費等

保険者負担額

-22,886

件数

-1
合計

介護給付費

単位数※1　（費用額）

事業所番号

127xxxxxxx
事　業　所　名

○○サービス事業所

サービス
種類名

過誤申立事由
証記載保険者番号

保険者名
被保険者番号
被保険者氏名

サービス
提供年月

単位数
（特定入所者介護費等）

-2,498

令和2年5月1日

Ｒ2.2 訪問介護 訪問介護明細
 請求誤り

-22,886

保険者負担額
（公費負担額）

備　考

1220ＸＸ 0000011112
 △○市  ｶｲｺﾞ　ｲﾁﾛｳ



（６）介護給付費等支払決定額内訳書

国保連合会 → 事業所

介護給付費等支払決定額内訳書

令和2年4月 審査分 １　頁

千葉県国保連

※１． 下段は特定入所者介護費等です。

※２． 特定入所者介護サービス費等の件数、日数は再掲です。

※３． 単位数、金額、保険者（公費負担者）負担金額（特定入所者介護費等）の各欄は介護保険給付と公費給付の合算です（生保単独を除く）。

※４． 過誤調整の内訳については、介護給付費過誤決定通知書、介護給付費再審査決定通知書に記載しています。

令和2年5月21日

保険者（公費負担者）
負担金額

（特定入所者介護費等）

金　　額
サービス
種類名 （回数）

備　考

単　位 　　　　円

日数

介護サービス費

審　　査　　決　　定

件　数 単　位　数

日
（回）

保険者番号
（公費負担
者番号）

サービス
提供年月

介護サービス費
特定入所者介護費等

事業所番号

127xxxxxxx

事　業　所　名

○○サービス事業所

特定入所者介護費等

24

審査決定

特定入所者介護費等

過誤調整

支払決定

介護サービス費

介護給付費の支払決定額について、保険者
（公費負担者）ごと、サービス提供年月ごと、
サービス種類ごとに内訳を通知します。 
 「件数」「日数」「単位数」「金額」 

審査決定された件数、日数、単位数、金額が保険者、 
サービス提供月、サービスの種類ごとに表示されます。 
 
上段：決定された本体報酬 
下段：決定された特定入所者介護サービス 

「保険者（公費負担者）負担金額（特定入所者介護費
等）」 
保険者、公費負担者から支払われる金額と、特定入所
者介護費の補足給付分が表示されます。 
 
上段：支払いが決定した金額 
下段：支払いが決定した特定入所者介護費等の費用額 

「審査決定欄」 
行の合計が表示されます。 

「過誤調整欄」 
介護給付費過誤決定通知書及び
介護給付費再審査決定通知書の
集計値が表示されます。 

「支払額決定欄」 
審査決定から過誤調整を差し引いた数値
が表示されます。 



（６）介護給付費等支払決定額内訳書

国保連合会 → 事業所

介護給付費等支払決定額内訳書

令和2年4月 審査分 １　頁

千葉県国保連

※１． 下段は特定入所者介護費等です。

※２． 特定入所者介護サービス費等の件数、日数は再掲です。

※３． 単位数、金額、保険者（公費負担者）負担金額（特定入所者介護費等）の各欄は介護保険給付と公費給付の合算です（生保単独を除く）。

※４． 過誤調整の内訳については、介護給付費過誤決定通知書、介護給付費再審査決定通知書に記載しています。

過誤調整

支払決定

介護サービス費
特定入所者介護費等

3,696

25

特定入所者介護費等

33,86137,6242

事業所番号

127xxxxxxx

事　業　所　名

○○サービス事業所

審　　査　　決　　定

件　数 単　位　数 金　　額

日
（回）

3

0

0

13

0

1
12000000 Ｒ2.2 訪問介護

審査決定
介護サービス費
特定入所者介護費等

12000000 Ｒ2.3

（特定入所者介護費等）

保険者番号
（公費負担
者番号）

サービス
提供年月

サービス
種類名

単　位 　　　　　　円

日数
（回数）

保険者（公費負担者）

介護サービス費 2 16

3,003

37,624 33,861

1
訪問介護

16 3,696

693 7,054

0

備　考

30,570 27,513

6,348

負担金額

令和2年5月21日

0 0

0



（７）　介護給付費等支払決定額通知書

〒

様

介護給付費等支払決定額通知書

令和 2 年 4 月審査分として下記金額を支払決定し
右記銀行に送金しますので通知致します。

令和 2 年 5 月 25 日
千葉県国民健康保険団体連合会

振込金額内訳

介護給付費支払額 円

介護予防・日常生活支援総合事業費支給額 円

電子証明書発行手数料（消費税を含む） 円

前月までの未調整過誤額 円

　　　合　計 円

合計欄がマイナス表示の場合は、翌月に調整させて頂きます。

　＊連絡先　　千葉県国保連合会介護保険課　　TEL　　０４３－２５４－７４０９

127xxxxxxx

金　　　額

△△銀行

△△支店

◇◇◇市nn-nn

○○事業所

XXX-XXXX

事業所番号

事業所番号と２５日に振込まれる金額、振込み銀行名が
表示されます。 

上記振込み金額の内訳が表示されます。 

介護報酬の支払のある事業所の住所が表示されます。 
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（８）被保険者別支払決定明細一覧表

№
サービス

提供
年月

被保険者
番号

サービス
種類

決定
単位数

決定金額
保険

支払額
公費１
支払額

公費２
支払額

保険
出来高
支払額

公費１
出来高
支払額

公費２
出来高
支払額

保険
特定入所等

支払額

公費１
特定入所等

支払額

公費２
特定入所等

支払額
合計 区分

1 202003 0000000007 43 1000 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000
2 202003 0000000006 11 3,250 32,500 29,250 0 0 0 0 0 0 0 0 29,250
3 202003 0002000000 15 8,320 83,200 74,880 8,320 0 0 0 0 0 0 0 83,200
4 201912 0000000002 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,800 給付管理票修正
5 201906 0000000002 12 4,800 48,000 43,200 0 0 0 0 0 0 0 0 43,200
6 201911 0000000040 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -18,000 過誤
7 202003 0000005000 43 1,000 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000
8 202003 1000000000 11 1,890 18,900 17,010 0 0 0 0 0 0 0 0 17,010
9 202003 1000000000 12 2,500 25,000 22,500 0 0 0 0 0 0 0 0 22,500

10 202001 0000030000 12 1,250 12,500 11,250 0 0 0 0 0 0 0 0 11,250 保留分決定
11 201912 0000006000 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,170 給付管理票修正
12 202003 0000800000 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24,010 決定金額合計

出来高単位数合計 0 出来高金額合計 0 正常分合計 24,010 240,100 218,090 8,320 0 0 0 0 0 0 0 220,380
※１　決定単位数＋出来高単位数合計
※２　決定金額合計＋出来高金額合計 -670 -6,700 -6,030 0 0 0 0 0 0 0 0 -6,030
（出来高単位数＋出来高金額の明細情報は非表示）
※３　過誤、再審査、給付管理票修正 振込額合計 23,340 233,400 212,060 8,320 0 0 0 0 0 0 0 214,350
　　　　対象者の明細情報は非表示
※４　特定入所者等支払額についてはサービス提供年月が

平成17年9月以前の場合は食事提供費を表示

被保険者別支払決定明細一覧表

※１ ※２

審査年月 2020年04月

127XXXXXXX ○○介護センター

保険者
番号

保険者名 被保険者氏名

0820XX
1210XX ○×市 ｶｲｺﾞ ｽｽﾑ
1210XX △×市 ｶｲｺﾞ ﾉﾎﾞﾙ
1210XX ○△市 ｺｸﾎ  ｽｽﾑ
1210XX ○△市 ｺｸﾎ  ｽｽﾑ
1220XX △△市 ｶｲｺﾞ ｻﾌﾞﾛｳ
1220XX △○市 ｺｸﾎ  ﾐﾉﾙ
1220XX △○市 ｺｸﾎ  ｹｲｺ
1220XX △○市 ｺｸﾎ  ｹｲｺ
1220XX △○市 ｶｲｺﾞ ｻｸｼﾞ
1244XX △△町 ｺｸﾎ  ｻﾄ
1330XX

決定単位数合計 240,100

2
7

再審査・過誤合計

前月審査で決定された明細書の受給者別一覧です。 
通常決定・再審査・過誤・保留分の決定も表示される。 
県内・県外問わずすべての決定者を表示している。 
（県外においては被保険者氏名は表示されない） 

最終的な入金額 

過誤・再審査による、差額金額が
表示される。 



（９） 介護予防サービス計画作成委託料支払内容通知書兼明細書

介護予防サービス計画作成委託料支払内容通知書兼明細書

事業所番号 127ＸＸＸＸＸＸＸ 金  額 7,288
事業所名 ○△居宅支援事業所

委託明細

12XXXXXXXX △地域包括支援センター 12■■■■ ○○市 0000000001 コクホ　タロウ 令和2年2月 3,644

12XXXXXXXX ○地域包括支援センター 12△△△△ □□市 0000000002 カイゴ　ハナコ 令和2年3月 3,644

合計 7,288

2
8

平成30年4月  審査分として下記金額を支払い決定し

地域包括支援
センター番号

被保険者番号地域包括支援センター名 備　考被保険者名 委託料保険者番号 保険者名
サービス
提供年月

令和 2年 5月 21日

千葉県国保連

令和2年 4月  審査

指定銀行に送金しますので通知致します。

委託料が支払われる事業所番号、事業所名が表示され

「地域包括支援センター番号」

「地域包括支援センター名」
サービス計画作成を委託した地域包括支援
センターの番号、地域包括支援センター名が
表示されます。 

「保険者番号」「保険者名」「被保険者番号」「被保険者名」「サービス提供年月」 
サービス計画を作成し、決定した「保険者番号」「保険者名」「被保険者番号」
「被保険者名」「サービス提供年月」が表示されます。

「委託料」 

サービス計画作成委託料として支払わ

れる金額及び合計金額が表示されます。 

委託料のみを表示する情報になります。 



（10） 介護職員処遇改善加算総額のお知らせ

○ 介護職員処遇改善加算等総額のお知らせ

【現行】令和元年１１月送付分まで 【変更後】令和元年１２月送付分より

○介護職員処遇改善加算等内訳のお知らせ

【新規帳票】令和元年１２月送付分より

※上下の帳票において金額が相違しておりますが、あくまでイメージをお示ししたものとなります。

〒 000-0000

○○事業所
○○　太郎 様

介護職員処遇改善加算総額のお知らせ

右のとおりですので、お知らせいたします。

＜お知らせの内容について＞

　１　このお知らせには、介護職員処遇改善加算の額

　　（加算の単位数Ｘ単位数単価）を記載しています。

　２　都道府県等へ年間の介護職員処遇改善の実績を

　　報告する際に、本帳票を参考にしてください。

＜サービス種類別の介護職員処遇改善加算の金額＞

加算額 加算額 加算額

11 1,000,000 37 0 75 0

12 0 38 0 76 0

15 0 39 0 77 0

16 0 51 0 78 0

21 0 52 0 79 0

22 0 53 0 A1 訪問型みなし 0

23 0 54 0 A2 0

24 0 55 0 A5 0

25 0 61 0 A6 0

26 0 62 0

27 0 65 0

28 0 66 0

2A 0 68 0

2B 0 69 0

32 0 71 0

33 0 72 0

35 0 73 0

36 0 74 0 1,000,000

○○県○○市○○町１－１－１

令和 1年 10月審査分の介護職員処遇改善加算の加算総額（保険給付分）は、 事業所番号 9000000010

金額 1,000,000

訪問介護 予防認知症型 予防多機能型

訪問入浴 認知症型短期 定期巡回随時

令和 1年 11月 1日

○○○国民健康保険団体連合会

サービス種類 サービス種類 サービス種類

短期生活 老健施設 複合型看小短

通所介護 予防認知短期 複合型看小

通所リハ 福祉施設 地域通所介護

短期老健 医療施設

短期医療 地域福祉施設 訪問型独自

予防短期老健 予防訪問介護 通所型独自

予防短期生活 介護医療院 通所型みなし

特定施設短期 予防通所介護

予防短期医療 予防訪問入浴

短期医療院 小多機短

地域特定短期 予防通所リハ

認知症型 夜間訪問介護

予短期医療院 予防小多機短

予防特定施設 小規模多機能

特定施設 認知症型通所

地域特定施設 予防認知通所 合計

〒 000-0000

○○事業所
○○　太郎 様

介護職員処遇改善加算等総額のお知らせ

右のとおりですので、お知らせいたします。

＜お知らせの内容について＞

　１　このお知らせには、介護職員処遇改善加算及び

　　介護職員等特定処遇改善加算の額

　　（加算の単位数×単位数単価）を記載しています。

　２　都道府県等へ年間の介護職員処遇改善等の実績を

　　報告する際に、本帳票を参考にしてください。

指定サービス等

　介護職員処遇改善加算総額

　介護職員等特定処遇改善加算総額

地域密着型サービス

　介護職員処遇改善加算総額

　介護職員等特定処遇改善加算総額

介護予防・日常生活支援総合事業サービス

　介護職員処遇改善加算総額

　介護職員等特定処遇改善加算総額

○○県○○市○○町１－１－１

令和 1年 11月審査分の介護職員処遇改善加算等の加算総額は、 事業所番号 9000000010

加算総額 3,300,000

1,000,000 

100,000 

令和 1年 12月 1日

　介護職員処遇改善加算等の加算総額

1,000,000 

100,000 

○○○国民健康保険団体連合会

1,000,000 

100,000 

サービス種類ごとの小計

表示は、令和２年２月送付

分からとなります。

２９



給付管理票情報作成区分コード
○給付管理表のみ、新規・修正･取消の3つの作成区分が設けられています。

給付管理票 請求明細書 請求明細書

＜新規＞

減点分の復活を
　連絡

決定済み 決定済み C事業所の
（減点） 請求不備で返戻

決定済み明細書

＜修正＞ を再度呼び出して
審査するイメージ

　減点分の復活を
　連絡

上書き
（イメージ）

決定済み 給付管理票に漏れがあり
（増点） ０円決定

＜修正＞

（増減０点） （増点（復活））

６
月
審
査

Ｃ サービス事業所

再
請
求

Ａ  支援事業所 Ｂ サービス事業所

４
月
審
査

５
月
審
査

 給付管理票  

１：新規 
B １００単位 
C ５００単位 

請求明細書 

３００単位 

請求明細書 

５００単位 

審査増減単
位数通知書 

返戻・保留
一覧表 

 給付管理票  

２：修正 
B ３００単位 
C ５００単位 
  記入もれ 

請求明細書 

３００単位 

請求明細書 

５００単位 

再審査決定
通知書 

審査増減単
位数通知書 

 給付管理票  

２：修正 
B ３００単位 
C ５００単位 

請求明細書 

３００単位 

請求明細書 

５００単位 

再審査決定
通知書 
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事業所 連合会 市町村
   返戻(未決定)

請求 請求
100 件 ①
100 万円

 (保険分) ②     決定分を
増減点通知書 決定     連合会へ
(査定後･決定)     支払

③

④

支払 支払

* 保留分は4ｶ月間､連合会で翌月の審査にかけます｡
4ｶ月の間に給付管理票の提出があれば決定となる｡
4ｶ月の間に給付管理票の提出が無ければ返戻となる｡
( 返戻保留一覧表中､  事由欄:C  備考欄:返戻 )

100 件 100 万円 請求のうち
① 2 件 2 万円 が返戻 とすると
② 5 件 2 万円 が減点 (5万円のうち) 決定件数は 95 件
③ 90 件 90 万円 が正常に審査を通過 決定支払額は 93 万円
④ 3 件 3 万円 が保留 となる｡

また､
支払決定額通知書 ＝ 支払決定額内訳書 ＝ 支払決定者一覧表

 (被保険者別支払決定明細一覧表)

事業所の請求 － 返戻 － 保留 － 過誤 － 再審査 ＝ 支払額

* 返戻(保留)一覧表中､”保留”と記載がないものは全て“返戻”です。
決定ではありませんので、再請求してください｡

* 返戻(保留)一覧表中､備考欄に“保留”と記載があるものは再請求しないでください｡
※ 連合会から送付する決定額通知書等は、大切に保管してください。

*保留

支払額について

給
付
管
理
票
×
突
合

台帳 (県･
市町村) 
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過誤申立による給付実績の取り下げについて 32 

過誤申し立てによる給付実績の取り下げについて 

１．「過誤申し立てによる給付実績の取り下げ」とは？ 

 事業所等は、支払額が決定した介護給付費請求明細書について、保険者に過誤申し立

てをすることにより給付実績の取り下げ（以下、「取り下げ過誤」という。）を行うこと

ができます。 

２．取り下げ過誤を行うケース 

取り下げ過誤を行うケースには、以下の３通りが考えられます。 

① 誤って少ない金額で請求し、決定してしまった場合。

② 誤って多い金額で請求し、決定してしまった場合。

③ 請求できないにもかかわらず、誤って請求し決定してしまった場合。

＊①.②の場合は、取り下げ過誤は支払が決定している請求明細書の請求額を全額取り

下げる（既に支払いが決定している請求明細書の金額の一部だけを取り下げることが

できない）ので、取り下げ過誤を行った翌月に正しい内容で再請求する必要がありま

す。 

＊③の場合は、取り下げ過誤のみを行います。 

注意…取り下げ過誤は支払いが決定した場合のみ行ってください。返戻（保留）によ

り支払が決定していない場合は、取り下げ過誤は行うことはできません。また、請求

明細書の内容は正しいにもかかわらず、給付管理票の計画単位数等に誤りがあったた

めに減額されて決定した場合（査定の場合）は、取り下げ過誤と再請求は行わずに給

付管理票の“修正”だけを行ってください。 

３．取り下げ過誤を行う方法 

 取り下げ過誤を行うには、介護給付費請求明細書の支払額が決定した後、該当する保

険者に過誤申立をする必要があります。（様式については、該当保険者に相談してくだ

さい。） 

保険者から提出された過誤申立を国保連合会が受付（処理）した審査月の翌月の支払

において、事業所等への支払額から相殺（マイナス）いたします。取り下げは請求明細

書単位で行います。 

また、取り下げた金額が支払額を上回った場合は、その上回った金額を国保連合会に

お支払いいただくことになりますのでご留意願います。 



過誤申立による給付実績の取り下げについて 33 

４．取り下げ過誤と再請求の処理の流れ 

 

 

 

注意）この日程は保険者が千葉県内の場合です。他県では日程等が異なる場合があります

ので、該当する保険者に確認してください。 

介護保険事業所 

保険者 

国保連合会 

①事業所等は保険者に

過誤申立をします。 

②保険者は、事業所等からの過誤申立書

により過誤申立書情報を作成し国保連

合会に提出します。 

③国保連合会は保険者からの

過誤申立書情報の審査を行い

ます。 

⑤事業所等は過誤決定通知書を確認

のうえ、国保連合会に再請求を行い

ます。 

X 月 X＋１月 X＋２月 

①過誤申立書の提出

事業所等 ⇒ 保険者 

②過誤申立書情報の提出

保険者 ⇒ 国保連合会 

20 日 

X＋１月に行った審査決定

額から過誤額を相殺します。 

④再請求

事業所等 ⇒ 国保連合

会

3 日  10 日 

③過誤決定通知書

連合会 ⇒ 事業所等 

25 日 

④過誤決定通知書を送付します。



国保連→事業所

介護給付費等の請求及び受領に関する届
年 月 日 提出

千葉県国民健康保険団体連合会
開設者 住所

  理 事 長　  岩  田  利  雄
氏名 印

介護給付費等の請求ならびに受領に関し、下記のとおり記入・捺印のうえ届出いたします。

事業所
番号

法人 経営
種別 主体

郵便
番号

（請求先）

事業所

ＦＡＸ

フリガナ

振込先

支店名
所在地

口座
番号

（口座名義人）

請求者 受領者

届出理由（該当番号に○をつけてください） 異動年月 旧事業所番号

□ 1 新設

□ 2 請求者及び受領者（口座名義）の変更

□ 3 請求方法の変更 ※ 摘要

□ 4 振込先及び口座番号の変更

□ 5 その他（    ）

□ ７． 伝送　（インターネット）

請求
媒体 □ ４． 磁気（FD・CD） □  ５． 帳票（免除届が必要）

Ｅメール

 備  考
※ 受領者・振込先変更の場合、以下記載ください｡

令和　 　年　 　月　審査　 　月　振込から希望
（変更用）

連
合
会
使
用
欄

フリガナ

ＴＥＬ

名称

3
4

フリガナ フリガナ

〒263-8566　千葉市稲毛区天台6-4-3
千葉県国民健康保険団体連合会　介護保険課
℡　043-254-7409　Fax　043-254-0048

○ ○　銀行

△ △　支店

請求分より
支払先事業所番号

（普通） ○○○○○○○

①

②
③

④

⑤

⑦

⑥

⑧

⑨

変更届記載例 

★月末までに提出してください。翌月からの変更になります。

★太枠内（事業所番号、事業所名称）と開設者欄は必ず記入
してください。その他、変更がある箇所のみ記入し、変更が
なければ斜線を引いてください。

①「介護給付費等の請求及び受領に関する届」を国保連合会に提出（送付）した日

②千葉県及び市町村に申請した事業所開設者住所及び氏名
  例１ 株式会社○○代表取締役△△ 
  例２ 社会福祉法人○○会 理事長△△

③法人の開設者印を押印
開設者名・法人名・代表者名・振込口座・名義が変更の場合は添付書類の印鑑証

  明書と同じ印を押してください。 

④振込先金融機関名称

⑤振込先金融機関の通帳に表示されている３桁の支店番号と支店名称

⑥預金種目（普通・当座）と７桁の口座番号

⑦介護給付費等を受領する受領者（口座名義人）の名称
例１ 株式会社○○ 代表取締役△△ 
例２ 社会福祉法人○○会 理事長△△ 
（受領者が開設者と異なる場合は委任状の提出が必要です（官公庁以外））※１ 

⑧通帳1枚めくったカナを記入

⑨届出理由の番号を○で囲む

⑩受領者・振込先変更の場合、備考欄を記入してください。

※１ は別紙参考 

⑩



変更用

●「介護給付費等の請求及び受領に関する届」に関する添付書類について

届出内容

・印鑑証明書

・通帳の写し

・印鑑証明書

・通帳の写し

・印鑑証明書は事業所番号ごとに原本で過去３月以内のものを添付してください。

4.開設者住所変更

5.事業所住所変更

6.事業所名称変更

7.電話番号変更

●委任状の作成例（開設者と請求及び受領者が異なる場合のみ・官公庁は除く）

35

〒263-8566　千葉市稲毛区天台6-4-3
千葉県国民健康保険団体連合会　介護保険課
℡　043-254-7409　Fax　043-254-0048

1.開設者・法人名変更

2.開設者・代表変更

3.振込口座・名義変更

・開設者変更による名義変更の場合は、県または市町村の担当印のある変更届出書の写し

も添付してください。

・開設者と請求者及び受領者が異なる場合は委任状を添付してください。（官公庁は除く）

・県または市町村の担当印のある変更届出書の写し

注　必ず印鑑登録された印を使用し、印鑑証明書を添付してください。

必要書類

※ 通帳の表紙と通帳表紙の裏面　（口座名義人カナ部分）

・県または市町村の担当印のある変更届出書の写し

※ 通帳の表紙と通帳表紙の裏面　（口座名義人カナ部分）

委 任 状 

事業所番号 

事業所名称 

   委任者は、下記の「受任者」欄記載の者を代理人と定め、 

下記の１及び２のうち、丸印を付した事項につき、委任します。 

なお、本委任を解除する場合には、書面にて届出をいたします。 

  記 

 委任事項 1 介護給付費等の請求に関すること 

  （ただし、委任者が請求するものに限る） 

  ２ 上記１の報酬等の受領に関すること 

令和  年  月  日 

 委 任 者  住 所 

     氏 名 印 

 受 任 者  住 所 

     氏 名   印 

 千葉県国民健康保険団体連合会理事長 様 

開設者印（印鑑証明書と 
同じ印）を押してください 



別紙5. エラーコード一覧

コード体系
×１ ×２ ×３ ×４ ×１×２ ・・・ カテゴリ　AA：形式誤り AB：項目属性誤り AC：二重登録（一次） AD：台帳突合誤り（一次） AE：サービス提供年月誤り AG：緊急時情報関連

　　　　　　　　　　　　　AH：特定情報関連 AN：二重登録（資格） AR：償還系誤り AS：計算誤り AT：数値不正（一次） AU：数値不正（資格） Y：医療 ZZ：その他
　　　　　　　　　　　　　10：事業所基本台帳またはサービス台帳 12：受給者台帳 13：法別管理台帳/公費負担者台帳 
　　　　　　　　　　　　　14：介護給付費単位数表/サービスコード管理/給付単価表/特定診療・特別療養・特別診療表 15：種類別市町村固有台帳 
　　　　　　　　　　　　　16：市町村特別給付台帳/地域密着型サービスコード台帳　20：介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード台帳
×３×４ ・・・ カテゴリ内の詳細コード

内部コード（審査チェックエラーコード） 内部コード（返戻事由エラーコード）
事前ﾁｪｯｸ
適用有無

一次：レコードフォーマットに誤りがあります。（項目数不正） レコード形式（項目数）誤り ○

一次：請求明細書のレコード種別の組み合わせに誤りがあります。 請求明細書のレコード種別の組合わせ誤り ○

一次：必要なレコードでないものがあります。 不要なレコードあり ○

一次：レコード件数が規定の件数を超えています。 レコード件数が規定件数を超過 ○

一次：コントロールレコードのデータ種別に対する交換情報識別番号に誤りがあります。 データ種別に対する交換識別番号の不整合 ○

一次：介護給付費請求明細書の基本情報レコードが存在しません。 請求明細書の基本情報レコード未登録 ○

一次：償還連絡票の償還明細情報レコードが存在しません。 償還連絡票の償還明細情報未登録

一次：償還明細情報レコードに対応する償還連絡票情報が存在しません。 償還明細情報レコードの連絡票情報未登録

一次：ＣＳＶの形式に誤りがあります。 ＣＳＶ形式誤り ○

一次：一項目の長さが大きすぎます。 項目長が規定を超えてます ○

一次：償還連絡票にフォーマットエラーがある為、無効な明細書とします。 償還連絡票の形式エラーにより明細書無効

一次：過誤・再審査回数が不正に設定されています。 過誤・再審査回数誤り

一次：コントロールレコードの送付元と送付内容の関係に誤りがあります。 送付元と送付内容の関係誤り

一次：該当保険者は当該業務を委託していません。 該当保険者は業務委託外

一次：必須項目であるのに値が存在しません。 必須項目が未設定 ○

一次：この項目は、設定不可項目です。 当項目は設定不可 ○

一次：数値ではない値が設定されています。 数値項目に数値以外を設定 ○

一次：日付の形式に誤りがあります。 日付の形式誤り ○

一次：集計情報が複数レコード存在します。 集計情報が複数レコード ○

一次：規定外のコードが設定されています。 規定外コードを設定 ○

一次：規定の最大桁数を超えています。 規定の最大桁数を超過 ○

一次：往診日数と往診医療機関名の関係に誤りがあります。 往診日数と往診医療機関名の関係に誤り ○

一次：通院日数と通院医療機関名の関係に誤りがあります。 通院日数と通院医療機関名の関係に誤り ○

一次：居宅サービス計画費の中で、値が統一されていません。 サービス計画費レコードが不統一 ○

一次：公費負担者番号が設定されているにも関わらず公費受給者番号又は公費給付率が設定されていません。 公費受給者番号又は公費給付率が未設定 ○

一次：基本情報のキー項目と関係する情報のキー項目が一致しません。 基本キー項目と関連情報不一致 ○

一次：交換情報識別番号（介護給付費明細書様式）とサービス種類の関係に誤りがあります。 様式番号とサービス種類の不整合 ○

一次：半角のエリアに全角の文字が設定されています。 半角エリアに全角文字を設定 ○

一次：全角のエリアに半角の文字が設定されています。 全角エリアに半角文字を設定 ○

一次：中止年月日と中止理由コードまたは退所（院）年月日と退所（院）後の状態の関係に誤りがあります。 年月日と中止理由又は退所後の状態不整合 ○

一次：償還連絡票情報のキー項目と関係する情報のキー項目が一致しません。 償還連絡票情報キー項目と関連情報不一致

一次：集計情報に一致するサービス種類コードが存在しません。 集計情報に一致サービス種類無 ○

一次：明細情報に一致するサービス種類コードが存在しません。 明細情報に一致するサービス種類コード無 ○

資格：同一サービスに同じ公費給付率の公費請求が複数存在しています。 同一サービス同一公費給付率複数有

一次：給付管理票の中で、給付管理票作成区分コードが統一されていません。 コード値が給付管理票内で不統一 ○

一次：被保険者番号のコードが不正です。 被保険者番号のコード誤り ○

一次：生活保護者以外の公費への請求は、受け付けられません。 生活保護以外の公費請求は受付対象外 ○

一次：証記載保険者番号が統一されていません。 証記載保険者番号が不統一 ○

一次：被保険者番号が統一されていません。 被保険者番号が不統一 ○

一次：サービス提供年月が統一されていません。 サービス提供年月が不統一 ○

36 ABBR

37 ABBS

38 ABBU

39 ABBV

40 ABBW

30 ABBJ

31 ABBK

32 ABBL

33 ABBM

34 ABBN

35 ABBQ

28 ABBG

29 ABBH

24 ABBA

25 ABBC

26 ABBE

23 ABB9
項
目
属
性
誤
り

（
Ａ
Ｂ

）

ABB2

18 ABB3

19 ABB4

27 ABBF

AAAC

15 ABB0

14

22 ABB8

AAAD

17

21 ABB7

20 ABB6

4

ABB1

AAA6

8 AAA7

9 AAA8

AAAB

AAAA

16

項番
カテゴ
リ等

エラーコード

1

形
式
誤
り

（
Ａ
Ａ

）

AAA0

13

3

10

AAA2

AAA9

2 AAA1

12

7

AAA3

5

6 AAA5

AAA4

11

エラーコード一覧 (令和元年11月以降審査分)



別紙5. エラーコード一覧

コード体系
×１ ×２ ×３ ×４ ×１×２ ・・・ カテゴリ　AA：形式誤り AB：項目属性誤り AC：二重登録（一次） AD：台帳突合誤り（一次） AE：サービス提供年月誤り AG：緊急時情報関連

　　　　　　　　　　　　　AH：特定情報関連 AN：二重登録（資格） AR：償還系誤り AS：計算誤り AT：数値不正（一次） AU：数値不正（資格） Y：医療 ZZ：その他
　　　　　　　　　　　　　10：事業所基本台帳またはサービス台帳 12：受給者台帳 13：法別管理台帳/公費負担者台帳 
　　　　　　　　　　　　　14：介護給付費単位数表/サービスコード管理/給付単価表/特定診療・特別療養・特別診療表 15：種類別市町村固有台帳 
　　　　　　　　　　　　　16：市町村特別給付台帳/地域密着型サービスコード台帳　20：介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード台帳
×３×４ ・・・ カテゴリ内の詳細コード

内部コード（審査チェックエラーコード） 内部コード（返戻事由エラーコード）
事前ﾁｪｯｸ
適用有無

項番
カテゴ
リ等

エラーコード

エラーコード一覧 (令和元年11月以降審査分)

一次：支援事業所番号が統一されていません。 支援事業所番号が不統一 ○

一次：公費負担者番号の妥当性エラーです。（先頭２桁が不正です。） 公費負担者番号先頭２桁が法別番号でない ○

資格：生保単独の公費併用に食事情報の設定は認められません。 生保単独の公費併用食事設定不可 ○

資格：介護給付費給付実績に該当する給付実績情報が存在しません。 当該給付実績情報は給付実績に未登録

資格：特定介護サービスの請求に対する様式が不一致です。 特定入所者様式不一致

一次：生保単独の総合事業の請求は受付けません。 同左 ○

一次：様式とサービス種類の関係に誤りがあります。 同左 ○

一次：回数には１以外設定できません。 同左 ○

資格：総合事業費給付実績に該当する給付実績情報が存在しません。 同左

一次：規定英数字でない値が設定されています。 規定英数字以外を設定 ○

資格：公費と出来高の関係に誤りがあります。 同左

資格：特定介護サービスの請求に対するサービス種類が不一致です。 同左

一次：サービス単位数と、請求額または本人負担額の関係に誤りがあります。 同左 ○

一次：ＤＰＣコード（疾患コード）のフォーマットに誤りがあります。 同左 ○

一次：利用者状態等コードに規定外のコードが設定されています。 同左 ○

一次：既に該当する介護給付費請求書が存在しています。 既に該当介護給付費請求書有り

一次：既に該当する介護給付費請求書別紙が存在しています。 既に該当介護給付費請求書別紙有り

一次：既に該当する総合事業費請求書が存在しています。 同左

一次：事業所基本台帳に該当する事業所情報が無効もしくは存在しません。 無効もしくは事業所基本台帳に未登録

一次：指定・基準該当等サービス台帳に該当する事業所情報が無効もしくは存在しません。 無効もしくはサービス台帳に未登録

一次：保険者台帳及び広域連合行政区台帳に該当する保険者等の情報が存在しません。 当該保険者等情報が保険者台帳等に未登録

一次：事業所基本台帳の指定・基準該当サービス区分コードと一致しません。 指定・基準該当サービス区分コード誤り

一次：サービス提供終了確認情報登録対象者一覧表に該当する情報が存在しません。 （事業所評価加算で使用につき該当無し）

一次：有効期間外の保険者です。 有効期間外の保険者

一次：有効期間外の広域市町村（行政区）です。 有効期間外の広域市町村（行政区）

一次：証記載保険者番号が単独保険者または広域行政区番号ではありません。 証記載保険者番号誤り

一次：有効期間外の保険者または広域市町村（行政区）です。 有効期間外の保険者又は広域市町村等

一次：自県内のサービス事業所からの請求ではありません。 他県サービス事業所からの請求 ○

一次：法別管理表に該当する法別番号情報が存在しません。 当該法別番号情報は法別管理表に未登録

一次：有効期間外の法別番号です。 有効期間外の法別番号

一次：公費１・２・３の優先順位関係に誤りがあります。 公費１・２・３の優先順位に誤り

一次：他県保険者認定の基準該当事業所です。 他県保険者認定の基準該当事業所です

一次：決定時の事業所（基本またはサービス）台帳が廃止されています。 当該事業所情報は事業所台帳上は廃止

一次：決定時の事業所（基本またはサービス）台帳が論理削除されています。 当該事業所情報は事業所台帳上は論理削除

一次：決定時の事業所（基本またはサービス）台帳が物理削除されています。 当該事業所情報は事業所台帳上は物理削除

一次：支払が停止されている事業所です 支払が停止されている事業所です

一次：該当保険者により支払が停止されています 該当保険者により支払が停止されています

一次：事業所指定の効力が停止された事業所です。 指定の効力が停止された事業所です

一次：介護支援専門員台帳に該当する介護支援専門員情報が存在しません。 介護支援専門員情報が未登録
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63

67

66 ADDC
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47 AB02
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54 AB09
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別紙5. エラーコード一覧

コード体系
×１ ×２ ×３ ×４ ×１×２ ・・・ カテゴリ　AA：形式誤り AB：項目属性誤り AC：二重登録（一次） AD：台帳突合誤り（一次） AE：サービス提供年月誤り AG：緊急時情報関連

　　　　　　　　　　　　　AH：特定情報関連 AN：二重登録（資格） AR：償還系誤り AS：計算誤り AT：数値不正（一次） AU：数値不正（資格） Y：医療 ZZ：その他
　　　　　　　　　　　　　10：事業所基本台帳またはサービス台帳 12：受給者台帳 13：法別管理台帳/公費負担者台帳 
　　　　　　　　　　　　　14：介護給付費単位数表/サービスコード管理/給付単価表/特定診療・特別療養・特別診療表 15：種類別市町村固有台帳 
　　　　　　　　　　　　　16：市町村特別給付台帳/地域密着型サービスコード台帳　20：介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード台帳
×３×４ ・・・ カテゴリ内の詳細コード

内部コード（審査チェックエラーコード） 内部コード（返戻事由エラーコード）
事前ﾁｪｯｸ
適用有無

項番
カテゴ
リ等

エラーコード

エラーコード一覧 (令和元年11月以降審査分)

一次：決定時の事業所サービス台帳が指定有効期間外です。 当該事業所情報は事業所台帳上指定期間外

一次：決定時の事業所サービス台帳が効力停止中です。 当該事業所情報は事業所台帳上は効力停止

一次：自県内の証記載保険者ではありません。 同左 ○

一次：開始年月日と終了年月日の関係に誤りがあります。 終了年月日が開始年月日より前のため誤り ○

一次：サービス提供年月（対象年月）が介護保険制度の施行前になっています。 サービス提供年月誤り（制度施行前） ○

一次：日数が期間を超えています。 日数が期間を超過 ○

一次：サービス提供年月（対象年月）が審査年月以降になっています。 サービス提供年月誤り（審査月以降） ○

一次：公費の回数（日数）が介護保険の回数（日数）を超えています。 公費の回数・日数が保険分を超 ○

一次：有効期間外の給付管理票種別区分コードです。 有効期間外の給付管理票種別区分コード ○

一次：有効期間外の交換情報識別番号です。 有効期間外の交換情報識別番号 ○

一次：短期入所期間の連続利用日数が３０日を超えています。 短期入所連続利用日数が３０日を超過 ○

一次：年月日がサービス提供年月の期間外です。 年月日がサービス提供年月の期間外 ○

一次：食事情報の記載に誤りがあります。 食事情報の記載誤り ○

資格：公費対象単位数が介護保険のサービス単位数を超えています。 公費対象単位数オーバー

資格：請求された日数は受給可能な日数を超えています。 市町村認定の利用可能日数超過

資格：外泊加算又は試行的退所サービスの請求日数が外泊日数を超えています。 外泊・試行的退所が外泊日数超

一次：他県受給者の県単公費の請求は、受け付けられません。 他県受給者の県単公費請求は受付対象外 ○

一次：他県の県単公費の請求は、受け付けられません。 他県の県単公費請求は受付対象外

資格：認定有効期間と入退所年月日に重なりがありません。 入退所年月日が認定有効期間外

一次：自己作成の場合、他県受給者を指定できません。 自己作成の場合、他県受給者は指定不可 ○

資格：同一サービス種類において複数の特別地域加算等のサービスは請求できません。 特別地域加算等請求複数有り

資格：公費負担者番号が重複しています。 公費負担者番号が重複 ○

一次：短期入所（利用型）における入所実日数が３０日または入所日数を超えています。 入所実日数が有効日数超過 ○

一次：サービス計画費の台帳過誤は受け付けられません。 サービス計画費台帳過誤受付不可

資格：請求された日数は受給可能な日数を超えています。 集計値がサービス実日数超過

資格：請求された日数は受給可能な日数を超えています。 明細が受給可能日数超過

資格：請求された日数は受給可能な日数を超えています。 該当項目が償還払期間内の請求

資格：請求された日数は受給可能な日数を超えています。 明細が償還払期間内の請求

資格：当該サービスコードの算定に必要なサービスが請求されていません。 算定に必要なサービス未請求

資格：請求された日数は受給可能な日数を超えています。 サービス可能な日数を超過 ○

一次：サービス提供年月が介護予防・日常生活支援総合事業（経過措置）の施行前になっています。 同左 ○

一次：サービス提供年月が介護予防・日常生活支援総合事業の施行前になっています。 同左 ○

資格：サービス提供年月が保険者の介護予防・日常生活支援総合事業開始年月より前になっています。 同左

一次：サービス提供年月が住所地特例に関わる事務の見直し前になっています。 同左 ○

資格：サービス提供年月が保険者の介護予防訪問介護・介護予防通所介護終了年月より後になっています。 同左

一次：介護予防ケアマネジメント費の台帳過誤は受け付けられません。 同左

一次：サービス提供年月が保険者の介護予防・日常生活支援総合事業（経過措置）終了年月より後になっています。 同左

資格：公費対象単位数が総合事業のサービス単位数を超えています。 同左
一次：公費の回数（日数）が総合事業の回数（日数）を超えています。 同左

資格：保険者の介護予防・日常生活支援総合事業みなしサービス終了年月より後になっています。 同左

一次：サービス提供年月（対象年月）が過去データの制限年月より前になっています。 同左 ○120 AE0B
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別紙5. エラーコード一覧

コード体系
×１ ×２ ×３ ×４ ×１×２ ・・・ カテゴリ　AA：形式誤り AB：項目属性誤り AC：二重登録（一次） AD：台帳突合誤り（一次） AE：サービス提供年月誤り AG：緊急時情報関連

　　　　　　　　　　　　　AH：特定情報関連 AN：二重登録（資格） AR：償還系誤り AS：計算誤り AT：数値不正（一次） AU：数値不正（資格） Y：医療 ZZ：その他
　　　　　　　　　　　　　10：事業所基本台帳またはサービス台帳 12：受給者台帳 13：法別管理台帳/公費負担者台帳 
　　　　　　　　　　　　　14：介護給付費単位数表/サービスコード管理/給付単価表/特定診療・特別療養・特別診療表 15：種類別市町村固有台帳 
　　　　　　　　　　　　　16：市町村特別給付台帳/地域密着型サービスコード台帳　20：介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード台帳
×３×４ ・・・ カテゴリ内の詳細コード

内部コード（審査チェックエラーコード） 内部コード（返戻事由エラーコード）
事前ﾁｪｯｸ
適用有無

項番
カテゴ
リ等

エラーコード

エラーコード一覧 (令和元年11月以降審査分)

資格：明細情報に設定されている緊急時施設サービスに対応する緊急時施設療養（診療）費情報が存在しません。 明細情報に対する緊急施設情無 ○

資格：緊急時施設療養（診療）費情報に対応する明細情報の緊急時施設サービスが存在しません。
緊急時施設療養（診療）費情報に対する明細情
報無

資格：緊急時施設管理サービスが、月１回を超えて請求されています。 緊急時施設管理サービス回数超 ○

資格：明細情報に設定されている緊急時治療管理に対応する所定疾患施設療養費等情報が存在しません。 同左 ○

資格：明細情報に設定されている所定疾患施設療養費に対応する所定疾患施設療養費等情報が存在しません。 同左 ○

資格：所定疾患施設療養費等情報に対応する明細情報の緊急時治療管理サービスが存在しません。 同左

資格：所定疾患施設療養費等情報に対応する明細情報の所定疾患施設療養費サービスが存在しません。 同左

資格：所定疾患施設療養費サービスが、月１回を超えて請求されています。 同左 ○

資格：摘要が記載されていません。 同左 ○

資格：介護特定診療・特別療養・特別診療表に該当するサービス情報が存在しません。 特定診療・特別療養・特別診療表に未登録

資格：有効期間外の特定診療費・特別療養費・特別診療費です。 有効期間外の特定診療・特別療養・特別診療

資格：特定診療・特別療養・特別診療マスタの個別リハビリテーション基準提供回数を超えています。 個別リハビリ基準提供回数超過

資格：請求されたサービス種類では算定できない特定診療費・特別療養費・特別診療費です。 請求と特定診療・特別療養・特別診療の不整合

資格：同時に請求できないサービスです。 同時請求不可－サービス

資格：該当サービスを算定できない事業所です。（特定診療費・特別療養費・特別診療費） 同時請求不可－サービス

資格：基本摘要情報が記載されていません。 同左

資格：摘要種類コードにＤＰＣコード（疾患コード）が記載されていません。 同左

資格：同月に該当する給付管理票を提出済みです。 同月に同じ給付管理票（新規）を提出済

資格：既に該当する給付管理票が存在しています。（区間異動） 既に該当給付管理票有り（区間異動）

資格：同月に該当する介護給付費請求明細書を提出済みです。 同月に同じ請求明細書を提出済

資格：既に該当する介護給付費請求明細書が存在しています。（区間異動） 既に該当請求明細書有り（区間異動）

資格：過去に該当する介護給付費請求明細書を提出済みです。 過去に同じ請求明細書を提出済

資格：既に該当する介護給付費給付実績が存在しています。（区間移動） 既に該当給付費給付実績有り（区間異動）

資格：同月に再審査を行っています。 同月に再審査を実施済

資格：既に過誤調整を行っています。 同月に市町村等による過誤調整を実施済

資格：既に該当する償還払連絡票が存在しています。 既に該当償還払連絡票有り

資格：対象となる給付管理票は存在しません。 給付管理票の作成区分新規での提出が必要

資格：既に給付管理票修正を行っています。 既に給付管理票修正を実施済

資格：公費受給者番号が重複して使われています。 公費受給者番号の重複

資格：既に償還明細書が提出されています。 既に償還払明細書を提出済

資格：既に介護給付費請求明細書が提出されています。 既に介護給付費請求明細書を提出済

資格：過去に再審査を行っています。 過去に再審査を実施済
資格：特定入所者介護サービス費が決定されている請求明細書の本体報酬が全査定されるため、給付管理票修正がで
きません。

報酬全査定（特定入所者介護決定済）

資格：特定入所者介護サービス費が決定されている請求明細書の本体報酬が全査定されるため、再審査ができませ
ん。

報酬全査定（特定入所者介護決定済）

資格：既に該当するサービス提供終了確認情報が存在しています。 （事業所評価加算で使用につき該当無し）

資格：過去に該当する給付管理票を提出済みです。 過去に同じ給付管理票（新規）を提出済

資格：給付管理票内の明細情報が重複しています。 給付管理票内でサービス情報が重複 ○

資格：介護給付費請求明細書内の情報が重複しています。 請求明細書内の情報が重複 ○
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別紙5. エラーコード一覧

コード体系
×１ ×２ ×３ ×４ ×１×２ ・・・ カテゴリ　AA：形式誤り AB：項目属性誤り AC：二重登録（一次） AD：台帳突合誤り（一次） AE：サービス提供年月誤り AG：緊急時情報関連

　　　　　　　　　　　　　AH：特定情報関連 AN：二重登録（資格） AR：償還系誤り AS：計算誤り AT：数値不正（一次） AU：数値不正（資格） Y：医療 ZZ：その他
　　　　　　　　　　　　　10：事業所基本台帳またはサービス台帳 12：受給者台帳 13：法別管理台帳/公費負担者台帳 
　　　　　　　　　　　　　14：介護給付費単位数表/サービスコード管理/給付単価表/特定診療・特別療養・特別診療表 15：種類別市町村固有台帳 
　　　　　　　　　　　　　16：市町村特別給付台帳/地域密着型サービスコード台帳　20：介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード台帳
×３×４ ・・・ カテゴリ内の詳細コード

内部コード（審査チェックエラーコード） 内部コード（返戻事由エラーコード）
事前ﾁｪｯｸ
適用有無

項番
カテゴ
リ等

エラーコード

エラーコード一覧 (令和元年11月以降審査分)

資格：過去に該当する介護給付費請求明細書を提出済みです。（ゼロ査定のサービスあり）。 支援事業所に給付管理票の修正依頼が必要

資格：介護予防・日常生活支援総合事業費請求明細書内の情報が重複しています。 同左 ○

資格：同月に該当する介護予防・日常生活支援総合事業費請求明細書を提出済みです。 同左

資格：既に該当する介護予防・日常生活支援総合事業費請求明細書が存在しています。（区間異動） 同左

資格：過去に該当する介護予防・日常生活支援総合事業費請求明細書を提出済みです。 同左

資格：既に該当する介護予防・日常生活支援総合事業費給付実績が存在しています。（区間異動） 同左

資格：同月に該当する介護予防・日常生活支援総合事業費請求明細書（介護予防ケアマネジメント費）を提出済みで
す。

同左

資格：同月に該当する介護予防・日常生活支援総合事業費請求明細書（介護予防ケアマネジメント費）を提出済みで
す。（区間異動）

同左

資格：過去に該当する介護予防・日常生活支援総合事業費請求明細書（介護予防ケアマネジメント費）を提出済みで
す。

同左

資格：過去に該当する介護予防・日常生活支援総合事業費請求明細書（介護予防ケアマネジメント費）を提出済みで
す。（区間異動）

同左

資格：過去に該当する介護予防・日常生活支援総合事業費請求明細書（介護予防ケアマネジメント費）を提出済みで
す。

同左

資格：過去に該当する介護予防・日常生活支援総合事業費請求明細書（介護予防ケアマネジメント費）を提出済みで
す。（区間異動）

同左

資格：過去に該当する介護給付費請求明細書（介護予防支援費）を提出済みです。 同左

資格：過去に該当する介護給付費請求明細書（介護予防支援費）を提出済みです。（区間異動） 同左

資格：保険給付支払の一時差止です。 保険給付支払の一次差し止め

資格：共同処理用受給者台帳に該当する受給者情報が存在しません。 受給者情報が共同処理用同台帳に未登録

一次：共同処理用保険者台帳に該当する保険者情報が存在しません。 保険者情報が共同処理用同台帳に未登録

資格：短期入所限度額管理対象期間終了前の申請です。 短期入所限度額管理対象期間終了前の申請

一次：福祉用具販売年月とサービス提供年月が一致していません。 福祉用具販売年月とサービス提供月不一致

一次：住宅改修着工年月とサービス提供年月が一致していません。 住宅改修着工年月とサービス提供月不一致

資格：審査済みの申請に、要介護区分に非該当・旧措置無しが設定されています。 審査済申請に非該当・旧措置無しの設定有

一次：審査方法区分コードが有効な値ではありません。 有効な審査方法区分コードでない

一次：要介護状態区分コードが有効な値ではありません。 要介護状態区分コード誤り

一次：口座名義人に使用できない文字があります。 講座名義人に不正な文字あり

資格：審査済みの申請に、要介護区分に事業対象者が設定されています。 同左
資格：保険及び公費請求額と利用者負担額（標準負担額）の合計が、審査により再計算した総額又は訂正後求めた総
額を超えています。

利用者負担額等の総額が再計算値を超過

資格：標準負担額（月額）の計算結果が不正になります。 標準負担額（月額）の計算結果誤り

資格：公費分出来高医療費単位数合計が、保険分出来高医療費単位数合計と一致していません。 公費と保険の出来高医療費単位数合計不一致 ○

資格：サービス単位数と、請求額または本人負担額の関係に誤りがあります。 単位数と請求額、本人負担額の関係誤り ○

資格：生保単独の公費併用の請求額が不正です。 生保単独の公費併用請求額誤り ○

資格：請求金額等が計算値を超えています。 請求金額等計算値超過

資格：受給者台帳の負担限度額と記載された負担限度額が一致しません。 市町村認定の負担限度額と相違

資格：集計情報の出来高単位数が（緊急＋特定）の単位数と一致しません。 集計と緊急＋特定の出来高単位数不一致 ○
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別紙5. エラーコード一覧

コード体系
×１ ×２ ×３ ×４ ×１×２ ・・・ カテゴリ　AA：形式誤り AB：項目属性誤り AC：二重登録（一次） AD：台帳突合誤り（一次） AE：サービス提供年月誤り AG：緊急時情報関連

　　　　　　　　　　　　　AH：特定情報関連 AN：二重登録（資格） AR：償還系誤り AS：計算誤り AT：数値不正（一次） AU：数値不正（資格） Y：医療 ZZ：その他
　　　　　　　　　　　　　10：事業所基本台帳またはサービス台帳 12：受給者台帳 13：法別管理台帳/公費負担者台帳 
　　　　　　　　　　　　　14：介護給付費単位数表/サービスコード管理/給付単価表/特定診療・特別療養・特別診療表 15：種類別市町村固有台帳 
　　　　　　　　　　　　　16：市町村特別給付台帳/地域密着型サービスコード台帳　20：介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード台帳
×３×４ ・・・ カテゴリ内の詳細コード

内部コード（審査チェックエラーコード） 内部コード（返戻事由エラーコード）
事前ﾁｪｯｸ
適用有無

項番
カテゴ
リ等

エラーコード

エラーコード一覧 (令和元年11月以降審査分)

資格：既定値又は計算値を超えているため自動訂正しました。 記載された値が計算値を超過

資格：査定後の請求額が計算できません。 査定後の請求額計算不可

資格：生保単独受給者の食事提供費請求額が食事提供費合計を超えています。 生保単独の食事提供費請求額が超過

資格：生保単独受給者の公費食事提供費合計が計算値を超えています。 生保単独の公費食事提供費が計算値超

資格：生保単独受給者の公費負担額（明細）が費用額を超えています。 生保単独の公費負担額が超過

資格：生保単独受給者の公費負担額（明細）が計算値を超えています。 生保単独の公費負担額計算値超

資格：利用者負担額が明細情報の合計を超えています。 同左

資格：利用者負担額が計算値を超えています。 同左

資格：請求額が計算値を超えています。（定額） 同左

資格：請求額が計算値を超えています。（定額） 同左

資格：請求額が計算値を超えています。（給付率） 同左

資格：事業費請求額が計算値を超えています。（給付率） 同左

資格：事業費請求額が計算値を超えています。（給付率：支給限度基準額超過） 同左

資格：事業費請求額が計算値を超えています。（定額） 同左

資格：事業費請求額が計算値を超えています。（定額：支給限度基準額超過） 同左

資格：請求金額等が計算値と異なります。 同左

資格：減算単位数が一致しません。 同左

資格：本体サービスの日数と減算サービスの日数が一致しません。（身体拘束廃止取組） 同左

資格：サービス単位数が計算値と一致していません。 同左

一次：保険給付率が０（ゼロ）は、不正です。 保険給付率０は誤り ○

一次：保険単位数合計＞０のとき、保険請求額が０（ゼロ）は、不正です。 保険請求額０は誤り ○

一次：保険出来高医療費単位数合計＞０のとき、保険出来高医療費請求額が０（ゼロ）は、不正です。 保険出来高医療費請求額０は誤り ○

一次：食事提供費合計＞０のとき、食事提供費請求額が０（ゼロ）は、不正です。 食事提供費請求額０は誤り ○

一次：サービス計画費の請求金額が０（ゼロ）は、不正です。 サービス計画費請求額０は誤り ○

一次：生保単独受給者のとき、保険請求額＞０は、不正です。 保険請求額＞０は誤り（生保単独） ○

一次：生保単独受給者のとき、保険出来高請求額＞０は、不正です。 保険出来高請求額＞０は誤り（生保単独） ○

一次：生保単独受給者のとき、食事提供費請求額＞０は、不正です。 食事提供費請求額＞０は誤り（生保単独） ○

一次：生保単独受給者のとき、公費１給付率＝０は、不正です。 公費１給付率０は誤り（生保単独） ○

一次：生保単独受給者のとき、保険出来高単位数＞０かつ公費出来高請求額＝０は、不正です。 公費１出来高請求額０は誤り（生保単独） ○

一次：生保単独受給者のとき、給付単位数＞０かつ公費１請求額＝０は、不正です。 公費１請求額０は誤り（生保単独） ○

一次：生保単独受給者のとき、食事提供費合計＞０かつ公費１食事提供費請求額＝０は、不正です。 公費１食事費請求額０は誤り（生保単独） ○

一次：公費給付率＞９０以外は、不正です。 公費給付率＞９０以外は誤り

一次：給付単位数＞０のとき、計画単位数または限度額管理対象単位数＝０は、不正です。 計画／限度額管理対象単位数０は誤り

一次：給付単位数が０（ゼロ）は、不正です。 給付単位数０は誤り ○

一次：食事提供費合計が０（ゼロ）は、不正です。 食事提供費合計０は誤り ○

一次：サービス計画費の単位数が０（ゼロ）は、不正です。 サービス計画費単位数０は誤り ○

一次：基本食日数×基本食単価＞０のとき、基本食金額が０（ゼロ）は、不正です。 基本食金額０は誤り（日数×単価＞０） ○

一次：特別食日数×特別食単価＞０のとき、特別食金額が０（ゼロ）は、不正です。 特別食金額０は誤り（日数×単価＞０） ○

一次：基本食日数＋特別食日数＞０のとき、食事提供延べ日数が０（ゼロ）は、不正です。 食事提供延べ日数０は誤り（基＋特＞０） ○

一次：給付計画単位数・日数にゼロが指定されています。 給付計画単位数・日数ゼロは誤り ○
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別紙5. エラーコード一覧

コード体系
×１ ×２ ×３ ×４ ×１×２ ・・・ カテゴリ　AA：形式誤り AB：項目属性誤り AC：二重登録（一次） AD：台帳突合誤り（一次） AE：サービス提供年月誤り AG：緊急時情報関連

　　　　　　　　　　　　　AH：特定情報関連 AN：二重登録（資格） AR：償還系誤り AS：計算誤り AT：数値不正（一次） AU：数値不正（資格） Y：医療 ZZ：その他
　　　　　　　　　　　　　10：事業所基本台帳またはサービス台帳 12：受給者台帳 13：法別管理台帳/公費負担者台帳 
　　　　　　　　　　　　　14：介護給付費単位数表/サービスコード管理/給付単価表/特定診療・特別療養・特別診療表 15：種類別市町村固有台帳 
　　　　　　　　　　　　　16：市町村特別給付台帳/地域密着型サービスコード台帳　20：介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード台帳
×３×４ ・・・ カテゴリ内の詳細コード

内部コード（審査チェックエラーコード） 内部コード（返戻事由エラーコード）
事前ﾁｪｯｸ
適用有無

項番
カテゴ
リ等

エラーコード

エラーコード一覧 (令和元年11月以降審査分)

一次：日数又は実日数が０（ゼロ）は、不正です。 サービス実日数ゼロは設定不可 ○

一次：保険分請求額合計が０（ゼロ）は、不正です。 保険分請求額合計０は誤り ○

一次：生保単独受給者のとき、公費請求額合計が０（ゼロ）は、不正です。 生保公費請求額０は誤り（生保単独） ○

一次：受領すべき利用者負担額の総額が０（ゼロ）は、不正です。 受領すべき利用者負担額０は誤り ○

一次：ケアマネジメント費の単位数が０（ゼロ）は誤りです。 同左 ○

一次：ケアマネジメント費のサービス単位数合計が０（ゼロ）は誤りです。 同左 ○

一次：ケアマネジメント費の請求金額が０（ゼロ）は誤りです。 同左 ○

一次：給付単位数＞０のとき、事業費請求額が０（ゼロ）は誤りです。 同左 ○

一次：生保単独受給者のとき、事業費請求額＞０は、誤りです。 同左 ○

一次：介護予防ケアマネジメント費の公費給付率が１００％以外は、誤りです。 同左 ○

一次：公費の回数（日数）と総合事業の回数（日数）が一致していません。 同左 ○

一次：公費のサービス単位数と総合事業のサービス単位数が一致していません。 同左 ○

一次：公費のサービス単位数合計と総合事業のサービス単位数合計が一致していません。 同左 ○

一次：ケアマネジメント費の利用者負担額＞０は誤りです。 同左 ○

一次：生保単独受給者のとき、ケアマネジメント費の公費１負担額＞０は誤りです。 同左 ○

一次：公費負担者番号に該当する公費請求がありません。 同左 ○

一次：サービス単位数合計が単位数上限を超えています。 同左 ○

資格：再審査の申立単位数が当初請求時のサービス単位数を超えています。 再審査申立単位数が当初請求時単位数超過

資格：保険単位数合計＞０のとき、保険請求額が０（ゼロ）に訂正され、不正となりました。 保険請求額が０に訂正されエラー
資格：保険出来高医療費単位数合計＞０のとき、保険出来高医療費請求額が０（ゼロ）に訂正され、不正になりまし
た。

保険出来高請求額が０に訂正されエラー

資格：サービス計画費の請求金額が０（ゼロ）に訂正され、不正となりました。 サービス計画請求額が０に訂正されエラー

資格：公費給付率＞９０以外に訂正され、不正となりました。 公費給付率＞９０に訂正されエラー

資格：給付単位数＞０のとき、計画単位数または限度額管理対象単位数が０に訂正され、不正となりました。 計画／限度対象単位数が０訂正されエラー

資格：給付単位数が０（ゼロ）に訂正され、不正となりました。 給付単位数が０に訂正されエラー

資格：食事提供費合計が０（ゼロ）に訂正され、不正となりました。 食事提供費合計が０訂正されエラー

資格：サービス計画費の単位数が０（ゼロ）に訂正され、不正となりました。 サービス計画費単位数が０訂正されエラー

資格：食事標準負担額（日額）が不正です。 食事標準負担額（日額）誤り

資格：福祉用具貸与に係る特別地域加算が福祉用具貸与費の１００分の１００を超えています。 福祉用具貸与に係る特別地域加算オーバー

資格：集計情報の記載内容と一致しません。 集計情報の記載内容と不一致

資格：旧措置入所者で、かつ、保険給付率≧９５％の場合、社会福祉法人軽減情報を設定できません。 旧措置で保険給付率≧９５の場合設定不可

資格：単位数単価が誤りです。 同左

資格：生保受給者の公費本人負担額が１５０００円を超えています。 同左

一次：入院区分コード、給付点検の項目何れもが未設定です。 入院区分コード給付点検の項目が未設定

一次：規定の桁数を満たしていません。 桁数不正

一次：日数が暦日を超えています。 日数が暦日を超過

一次：診療年月が処理年月以降になっています。 診療年月誤り（処理年月以降）
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別紙5. エラーコード一覧

コード体系
×１ ×２ ×３ ×４ ×１×２ ・・・ カテゴリ　AA：形式誤り AB：項目属性誤り AC：二重登録（一次） AD：台帳突合誤り（一次） AE：サービス提供年月誤り AG：緊急時情報関連

　　　　　　　　　　　　　AH：特定情報関連 AN：二重登録（資格） AR：償還系誤り AS：計算誤り AT：数値不正（一次） AU：数値不正（資格） Y：医療 ZZ：その他
　　　　　　　　　　　　　10：事業所基本台帳またはサービス台帳 12：受給者台帳 13：法別管理台帳/公費負担者台帳 
　　　　　　　　　　　　　14：介護給付費単位数表/サービスコード管理/給付単価表/特定診療・特別療養・特別診療表 15：種類別市町村固有台帳 
　　　　　　　　　　　　　16：市町村特別給付台帳/地域密着型サービスコード台帳　20：介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード台帳
×３×４ ・・・ カテゴリ内の詳細コード

内部コード（審査チェックエラーコード） 内部コード（返戻事由エラーコード）
事前ﾁｪｯｸ
適用有無

項番
カテゴ
リ等

エラーコード

エラーコード一覧 (令和元年11月以降審査分)

資格：小規模多機能型利用開始月における居宅サービス等の利用有無との関係に誤りがあります。 居宅サービス等利用有無の設定と不一致

資格：送付元と居宅サービス計画作成区分が異なっています。 送付元と居宅サービス計画作成区分が相違

資格：居宅サービス計画作成区分と計画サービス種類の関係に誤りがあります。 サービス種類と作成区分が相違

資格：指定・基準該当等サービス台帳の食事管理の状況の値が不正です。 サービス台帳の食事管理の状況の値誤り

資格：指定・基準該当等サービス台帳の食事管理の状況の値が３：別表第二注２口該当の時、特別食単価・日数・金
額に値が設定されています。

特別食単価・日数・金額項目設定不可

資格：生活保護指定を受けていない事業所のため請求できません。 生保指定無事業所のため請求できません

資格：受給者の要介護状態区分では算定できないサービスです。 サービス内容と要介護度不一致

資格：旧措置入所者特例対象外の受給者です。 旧措置入所者特例対象外受給者

資格：特地加算は算定できない事業所です。 特地加算算定対象外の事業所です

資格：該当サービスを算定できない事業所です。（特別地域加算） 算定不可－特別地域加算

資格：該当サービスを算定できない事業所です。（緊急時訪問看護加算） 算定不可－緊急時訪問看護加算

資格：該当サービスを算定できない事業所です。（特別管理体制） 算定不可－特別管理体制

資格：該当サービスを算定できない事業所です。（機能訓練指導体制） 算定不可－機能訓練指導体制

資格：該当サービスを算定できない事業所です。（食事算定体制） 算定不可－食事算定体制

資格：該当サービスを算定できない事業所です。（入浴介助体制） 算定不可－入浴介助体制

資格：該当サービスを算定できない事業所です。（特別入浴介助体制） 算定不可－特別入浴介助体制

資格：該当サービスを算定できない事業所です。（リハビリテーション加算状況） 算定不可－リハビリ加算状況

資格：体制等の届出が減算であるにも関わらず減算の請求がありません。（療養環境基準） 減算請求要－療養環境基準減算

資格：該当サービスを算定できない事業所です。（障害者生活支援体制） 算定不可－障害者生活支援体制

資格：該当サービスを算定できない事業所です。（常勤専従医師配置） 算定不可－常勤専従医師配置

資格：該当サービスを算定できない事業所です。（夜間勤務条件基準） 算定不可－夜間勤務条件基準

資格：該当サービスを算定できない事業所です。（医師配置） 算定不可－医師配置

資格：該当サービスを算定できない事業所です。（精神科医師定期的療養指導） 算定不可－精神科医師定期指導

資格：該当サービスを算定できない事業所です。（認知症専門棟） 算定不可－認知症専門棟

資格：該当サービスを算定できない事業所です。（送迎体制） 算定不可－送迎体制

資格：該当サービスを算定できない事業所です。（特定事業所加算（訪問介護）） 算定不可－特定事業所訪問

資格：請求先の公費負担者番号のため、事業所からの請求には使用できません。 当該公費負担者番号は使用不可

資格：指定・基準該当等サービス台帳の施設等の区分コードと一致しません。 施設等の区分コード不一致

資格：指定・基準該当等サービス台帳の人員配置区分コードと一致しません。 人員配置区分コード不一致

資格：受給者台帳記載の公費負担者番号が生活保護の公費負担者番号ではありません。 受給者台帳記載の公費負担者番号が誤り

資格：該当サービスを算定できない事業所です。（食事提供の状況） 算定不可－食事提供の状況

資格：該当サービスを算定できない事業所です。（時間延長サービス体制） 算定不可－時間延長サービス体制

資格：該当サービスを算定できない事業所です。（個別リハビリテーション提供体制） 算定不可－個別リハビリ提供体制

資格：該当サービスを算定できない事業所です。（夜間ケア体制） 算定不可－夜間ケア体制

資格：該当サービスを算定できない事業所です。（居住費対策） 算定不可－居住費対策

資格：該当サービスを算定できない事業所です。（人員基準欠如） 算定不可－人員基準欠如

資格：該当サービスを算定できない事業所です。（リハビリテーション機能強化） 算定不可－リハビリ機能強化

資格：社会福祉法人軽減事業実施事業所ではありません。 社会福祉法人軽減事業実施不可

資格：該当サービスを算定できない事業所です。（栄養管理の評価） 算定不可－栄養管理の評価

資格：該当サービスを算定できない事業所です。（若年性認知症ケア加算） 算定不可－若年認知症ケア体制
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別紙5. エラーコード一覧

コード体系
×１ ×２ ×３ ×４ ×１×２ ・・・ カテゴリ　AA：形式誤り AB：項目属性誤り AC：二重登録（一次） AD：台帳突合誤り（一次） AE：サービス提供年月誤り AG：緊急時情報関連

　　　　　　　　　　　　　AH：特定情報関連 AN：二重登録（資格） AR：償還系誤り AS：計算誤り AT：数値不正（一次） AU：数値不正（資格） Y：医療 ZZ：その他
　　　　　　　　　　　　　10：事業所基本台帳またはサービス台帳 12：受給者台帳 13：法別管理台帳/公費負担者台帳 
　　　　　　　　　　　　　14：介護給付費単位数表/サービスコード管理/給付単価表/特定診療・特別療養・特別診療表 15：種類別市町村固有台帳 
　　　　　　　　　　　　　16：市町村特別給付台帳/地域密着型サービスコード台帳　20：介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード台帳
×３×４ ・・・ カテゴリ内の詳細コード

内部コード（審査チェックエラーコード） 内部コード（返戻事由エラーコード）
事前ﾁｪｯｸ
適用有無

項番
カテゴ
リ等

エラーコード

エラーコード一覧 (令和元年11月以降審査分)

資格：該当サービスを算定できない事業所です。（運動器機能向上体制） 算定不可－運動器機能向上体制

資格：該当サービスを算定できない事業所です。（栄養マネジメント（改善）体制） 算定不可－栄養マネ・改善体制

資格：該当サービスを算定できない事業所です。（口腔機能向上体制） 算定不可－口腔機能向上体制

資格：該当サービスを算定できない事業所です。（事業所評価加算（決定）） 算定不可－事業所評価加算

資格：該当サービスを算定できない事業所です。（緊急受入体制） 算定不可－緊急受入体制

資格：該当サービスを算定できない事業所です。（夜間看護体制） 算定不可－夜間看護体制

資格：該当サービスを算定できない事業所です。（特定事業所加算（居宅介護支援）） 算定不可－特定事業所支援

資格：該当サービスを算定できない事業所です。（大規模事業所） 算定不可－大規模事業所

資格：該当サービスを算定できない事業所です。（重度化対応体制） 算定不可－重度化対応体制

資格：該当サービスを算定できない事業所です。（医療連携体制） 算定不可－医療連携体制

資格：該当サービスを算定できない事業所です。（ユニットケア体制） 算定不可－ユニットケア体制

資格：該当サービスを算定できない事業所です。（在宅・入所相互利用体制） 算定不可－在宅・入所相互体制

資格：該当サービスを算定できない事業所です。（ターミナルケア（看取り看護）体制） 算定不可－ターミナルケア体制

資格：体制等の届出が減算であるにも関わらず減算の請求がありません。（身体拘束廃止取組） 減算請求要－身体拘束廃止取組

資格：該当サービスを算定できない事業所です。（小規模拠点集合体制） 算定不可－小規模拠点集合体制

資格：該当サービスを算定できない事業所です。（準ユニットケア体制） 算定不可－準ユニットケア体制

資格：該当サービスを算定できない事業所です。（認知症ケア加算） 算定不可－認知症ケア加算

資格：該当サービスを算定できない事業所です。（個別機能訓練体制） 算定不可－個別機能訓練体制

資格：該当サービスを算定できない事業所です。（アクティビティ実施加算） 算定不可－アクティビティ

資格：体制等の届出が減算であるにも関わらず減算の請求がありません。（設備基準） 減算請求要－設備基準

資格：該当サービスを算定できない事業所です。（療養体制維持特別加算） 算定不可－療養体制維持

資格：該当サービスを算定できない事業所です。（３級ヘルパー体制） 算定不可－３級ヘルパー体制

資格：該当サービスを算定できない事業所です。（中山間地域加算（地域）） 算定不可－中山間加算（地域）

資格：該当サービスを算定できない事業所です。（中山間地域加算（規模）） 算定不可－中山間加算（規模）

資格：該当サービスを算定できない事業所です。（サービス提供体制強化） 算定不可－サービス提供体制

資格：該当サービスを算定できない事業所です。（認知症短期集中リハビリ加算） 算定不可－認知症短期集中リハ

資格：該当サービスを算定できない事業所です。（若年性認知症受入加算） 算定不可－若年性認知症受入

資格：該当サービスを算定できない事業所です。（看護体制） 算定不可－看護体制

資格：該当サービスを算定できない事業所です。（夜勤職員配置） 算定不可－夜勤職員配置

資格：該当サービスを算定できない事業所です。（療養食加算） 算定不可－療養食加算

資格：該当サービスを算定できない事業所です。（日常生活継続支援） 算定不可－日常生活継続支援

資格：該当サービスを算定できない事業所です。（認知症ケア加算） 算定不可－認知症ケア加算

資格：該当サービスを算定できない事業所です。（２４時間通報対応） 算定不可－２４時間通報対応

資格：該当サービスを算定できない事業所です。（看護職員配置） 算定不可－看護職員配置

資格：該当サービスを算定できない事業所です。（夜間ケア加算） 算定不可－夜間ケア加算

資格：該当サービスを算定できない事業所です。（日中の身体介護２０分未満体制） 同左

資格：該当サービスを算定できない事業所です。（サービス提供責任者体制） 同左

資格：該当サービスを算定できない事業所です。（緊急短期入所体制確保加算） 同左

資格：該当サービスを算定できない事業所です。（介護職員処遇改善加算） 同左

資格：該当サービスを算定できない事業所です。（在宅復帰・在宅療養支援機能加算） 同左

資格：該当サービスを算定できない事業所です。（生活機能向上グループ活動加算） 同左
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別紙5. エラーコード一覧

コード体系
×１ ×２ ×３ ×４ ×１×２ ・・・ カテゴリ　AA：形式誤り AB：項目属性誤り AC：二重登録（一次） AD：台帳突合誤り（一次） AE：サービス提供年月誤り AG：緊急時情報関連

　　　　　　　　　　　　　AH：特定情報関連 AN：二重登録（資格） AR：償還系誤り AS：計算誤り AT：数値不正（一次） AU：数値不正（資格） Y：医療 ZZ：その他
　　　　　　　　　　　　　10：事業所基本台帳またはサービス台帳 12：受給者台帳 13：法別管理台帳/公費負担者台帳 
　　　　　　　　　　　　　14：介護給付費単位数表/サービスコード管理/給付単価表/特定診療・特別療養・特別診療表 15：種類別市町村固有台帳 
　　　　　　　　　　　　　16：市町村特別給付台帳/地域密着型サービスコード台帳　20：介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード台帳
×３×４ ・・・ カテゴリ内の詳細コード

内部コード（審査チェックエラーコード） 内部コード（返戻事由エラーコード）
事前ﾁｪｯｸ
適用有無

項番
カテゴ
リ等

エラーコード

エラーコード一覧 (令和元年11月以降審査分)

資格：受給者の要介護状態区分では算定できないサービスです。 同左

資格：受給者の要介護状態区分では算定できない保険者独自サービスです。 同左

資格：指定・基準該当等サービス台帳に該当する事業所情報が無効もしくは存在しません。（住所地特例対象者） 同左

資格：事業所指定の効力が停止された事業所です。（住所地特例対象者） 同左

資格：該当サービスを算定できない事業所です。（看護体制強化加算） 算定不可－看護体制強化加算

資格：該当サービスを算定できない事業所です。（短期集中個別リハビリテーション実施加算）
算定不可－短期集中個別リハビリテーション実
施加算

資格：該当サービスを算定できない事業所です。（リハビリテーションマネジメント加算）
算定不可－リハビリテーションマネジメント加
算

資格：該当サービスを算定できない事業所です。（社会参加支援加算） 算定不可－社会参加支援加算

資格：該当サービスを算定できない事業所です。（短期集中リハビリテーション実施加算）
算定不可－短期集中リハビリテーション実施加
算

資格：該当サービスを算定できない事業所です。（中重度者ケア体制加算） 算定不可－中重度者ケア体制加算
資格：該当サービスを算定できない事業所です。（個別送迎体制強化加算） 算定不可－個別送迎体制強化加算
資格：該当サービスを算定できない事業所です。（入浴介助体制強化加算） 算定不可－入浴介助体制強化加算

資格：該当サービスを算定できない事業所です。（生活行為向上リハビリテーション実施加算）
算定不可－生活行為向上リハビリテーション実
施加算

資格：該当サービスを算定できない事業所です。（医療連携強化加算） 算定不可－医療連携強化加算
資格：該当サービスを算定できない事業所です。（特定事業所集中減算） 算定不可－特定事業所集中減算
資格：該当サービスを算定できない事業所です。（総合マネジメント体制強化加算） 算定不可－総合マネジメント体制強化加算

資格：該当サービスを算定できない事業所です。（訪問看護体制強化加算） 算定不可－訪問看護体制強化加算

資格：該当サービスを算定できない事業所です。（認知症加算） 算定不可－認知症加算

資格：該当サービスを算定できない事業所です。（看取り連携体制加算） 算定不可－看取り連携体制加算

資格：該当サービスを算定できない事業所です。（訪問体制強化加算） 算定不可－訪問体制強化加算

資格：該当サービスを算定できない事業所です。（夜間支援体制加算） 算定不可－夜間支援体制加算

資格：該当サービスを算定できない事業所です。（選択的サービス複数実施加算） 算定不可－選択的サービス複数実施加算

資格：該当サービスを算定できない事業所です。（訪問看護体制減算） 算定不可－訪問看護体制減算

資格：当該サービスは、医師が行う居宅療養管理指導です。 同左

資格：当該サービスは、歯科医師が行う居宅療養管理指導です。 同左

資格：該当サービスを算定できない事業所です。（定期巡回・随時対応サービスに関する状況）
算定不可－定期巡回・随時対応サービスに関す
る状況

資格：指定・基準該当等サービス台帳に該当する事業所情報が無効もしくは存在しません。 同左

資格：該当サービスを算定できない事業所です。（生活相談員配置等加算） 同左

資格：該当サービスを算定できない事業所です。（個別機能訓練体制Ⅰ） 同左

資格：該当サービスを算定できない事業所です。（個別機能訓練体制Ⅱ） 同左

資格：該当サービスを算定できない事業所です。（看護体制加算Ⅰ又はⅢ） 同左

資格：該当サービスを算定できない事業所です。（看護体制加算Ⅱ又はⅣ） 同左

資格：該当サービスを算定できない事業所です。（重度認知症疾患療養体制加算） 同左

資格：該当サービスを算定できない事業所です。（入居継続支援加算） 同左

資格：該当サービスを算定できない事業所です。（ターミナルケアマネジメント加算） 同左

資格：該当サービスを算定できない事業所です。（配置医師緊急時対応加算） 同左
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別紙5. エラーコード一覧

コード体系
×１ ×２ ×３ ×４ ×１×２ ・・・ カテゴリ　AA：形式誤り AB：項目属性誤り AC：二重登録（一次） AD：台帳突合誤り（一次） AE：サービス提供年月誤り AG：緊急時情報関連

　　　　　　　　　　　　　AH：特定情報関連 AN：二重登録（資格） AR：償還系誤り AS：計算誤り AT：数値不正（一次） AU：数値不正（資格） Y：医療 ZZ：その他
　　　　　　　　　　　　　10：事業所基本台帳またはサービス台帳 12：受給者台帳 13：法別管理台帳/公費負担者台帳 
　　　　　　　　　　　　　14：介護給付費単位数表/サービスコード管理/給付単価表/特定診療・特別療養・特別診療表 15：種類別市町村固有台帳 
　　　　　　　　　　　　　16：市町村特別給付台帳/地域密着型サービスコード台帳　20：介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード台帳
×３×４ ・・・ カテゴリ内の詳細コード

内部コード（審査チェックエラーコード） 内部コード（返戻事由エラーコード）
事前ﾁｪｯｸ
適用有無

項番
カテゴ
リ等

エラーコード

エラーコード一覧 (令和元年11月以降審査分)

資格：該当サービスを算定できない事業所です。（褥瘡マネジメント加算） 同左

資格：該当サービスを算定できない事業所です。（移行定着支援加算） 同左

資格：該当サービスを算定できない事業所です。（生活機能向上連携加算） 同左

資格：該当サービスを算定できない事業所です。（ADL維持等加算） 同左

資格：該当サービスを算定できない事業所です。（リハビリテーション提供体制加算） 同左

資格：該当サービスを算定できない事業所です。（特定事業所加算Ⅳ） 同左

資格：該当サービスを算定できない事業所です。（事業所評価加算） 同左

資格：該当サービスを算定できない事業所です。（利用者の入院期間中の体制） 同左

資格：体制等の届出が減算であるにも関わらず減算の請求がありません。（食堂の有無） 同左

資格：体制等の届出が減算であるにも関わらず減算の請求がありません。（療養環境基準（廊下）） 同左

資格：体制等の届出が減算であるにも関わらず減算の請求がありません。（療養環境基準（療養室）） 同左

資格：体制等の届出が減算であるにも関わらず減算の請求がありません。（サテライト体制） 同左

資格：特別介護医療院、特別介護保健施設等に該当する事業所では算定できないサービスです。 同左

資格：一定の要件を満たす入院患者の数が規準に満たない場合には算定できないサービスです。 同左

資格：該当サービスを算定できない事業所です。（療養体制維持特別加算Ⅰ） 同左

資格：該当サービスを算定できない事業所です。（療養体制維持特別加算Ⅱ） 同左

資格：該当サービスを算定できない事業所です。（看護体制加算Ⅰ） 同左

資格：該当サービスを算定できない事業所です。（看護体制加算Ⅱ） 同左

資格：該当サービスを算定できない事業所です。（入院患者に関する基準） 同左

資格：該当サービスを算定できない事業所です。（介護職員等特定処遇改善加算） 同左

資格：受給者台帳に該当する受給者情報が存在しません。 市町村の認定情報が未登録（受給者情報）

資格：資格を喪失している被保険者です。 資格喪失被保険者

資格：給付管理票の合計＋償還払給付実績の合計が受給者台帳の区分支給限度基準額を超えています。 給管＋償還合計が区分支給限度基準額超過

資格：受給者台帳記載の支援事業所番号と一致しません。 市町村の認定情報と不一致（支援事業所）

資格：受給者台帳記載の居宅サービス作成区分と一致しません。 市町村の認定情報と不一致（作成区分）

資格：受給者台帳記載の公費負担者番号と一致しません。 受給者台帳記載の公費負担者番号と不一致

資格：変更申請中の受給者です。 市町村の認定変更が未決定

資格：給付減額又は償還払化の受給者です。 給付減額又は償還払化の受給者

資格：特定入所者介護サービスを受けられない受給者です。 市町村の特定入所者認定と相違

資格：認定有効期間外の被保険者です。 認定有効期間外の被保険者

資格：訪問通所限度額管理期間外の被保険者です。 訪問通所限度額管理期間外の被保険者

資格：短期入所限度額管理期間外の被保険者です。 短期入所限度額管理期間外の被保険者

資格：小規模多機能型利用開始月における居宅サービス等の利用有無が未設定です。 居宅サービス等利用有無が未設定

資格：有料老人ホーム等の同意書が提出されていません。 有料老人ホーム等の同意書が未提出

資格：利用者負担減免の申請中です。 利用者負担減免の申請中

資格：既に資格喪失した受給者です。 資格喪失受給者

資格：受給者台帳記載、または設定された基準値の給付率と一致しません。 受給者台帳記載又は基準値給付率と不一致

資格：証記載保険者番号が不正です。 無効な証記載保険者番号

資格：この受給者は、旧措置者のため対象外です。 旧措置者のため対象外
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別紙5. エラーコード一覧

コード体系
×１ ×２ ×３ ×４ ×１×２ ・・・ カテゴリ　AA：形式誤り AB：項目属性誤り AC：二重登録（一次） AD：台帳突合誤り（一次） AE：サービス提供年月誤り AG：緊急時情報関連

　　　　　　　　　　　　　AH：特定情報関連 AN：二重登録（資格） AR：償還系誤り AS：計算誤り AT：数値不正（一次） AU：数値不正（資格） Y：医療 ZZ：その他
　　　　　　　　　　　　　10：事業所基本台帳またはサービス台帳 12：受給者台帳 13：法別管理台帳/公費負担者台帳 
　　　　　　　　　　　　　14：介護給付費単位数表/サービスコード管理/給付単価表/特定診療・特別療養・特別診療表 15：種類別市町村固有台帳 
　　　　　　　　　　　　　16：市町村特別給付台帳/地域密着型サービスコード台帳　20：介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード台帳
×３×４ ・・・ カテゴリ内の詳細コード

内部コード（審査チェックエラーコード） 内部コード（返戻事由エラーコード）
事前ﾁｪｯｸ
適用有無

項番
カテゴ
リ等

エラーコード

エラーコード一覧 (令和元年11月以降審査分)

資格：請求明細書様式に対する受給者の要介護状態区分が不正です。 様式に対する要介護状態区分が不一致

資格：受給者の要介護状態区分では算定できないサービスです。要介護度を確認してください。 市町村認定の要介護度と相違

資格：受給者台帳記載項目と一致しません。 受給者台帳記載項目不一致

資格：居住費対策の請求が受給者台帳の食事標準負担額に対応しません。 居住費対策不一致

資格：二次予防事業有効期間、もしくは認定有効期間外の受給者です。 同左

資格：総合事業を受けることのできない受給者です。 同左

資格：住所地特例対象者でない受給者です。 同左

資格：市町村認定の施設所在保険者番号と一致しません。 同左

資格：有効期間外の住所地特例対象者です。 同左

資格：該当の被保険者は６５歳未満のため、総合事業を受ける資格がありません。 同左

資格：小規模多機能型事業所がサービス計画を行っているため、介護予防ケアマネジメント費の請求は行えません。 同左

資格：受給者の要介護状態区分では算定できないサービスです。要介護度を確認してください。 同左

資格：受給者の要介護状態区分では算定できない保険者独自サービスです。要介護度を確認してください。 同左

資格：受給者の要介護状態区分では算定できないサービスです。要介護度を確認してください。 同左

資格：二割負担対象者及び三割負担対象者に適用されない公費が記載されています。 同左

資格：この受給者は、旧措置者のため二割負担及び三割負担の対象外です。 同左

資格：二割負担対象者または三割負担対象者の場合、社会福祉法人軽減情報を設定できません。 同左

資格：住所地特例対象者に該当しないため事業費明細欄（住所地特例対象者）に記載はできません。 同左

資格：住所地特例対象者であるため事業費明細欄に記載はできません。 同左

資格：給付率が受給者台帳の設定と異なるため、自動訂正しました。 市町村認定の給付率と相違

資格：公費負担者台帳に該当する公費負担者情報が存在しません。 当該公費負担者情報は同台帳に未登録

資格：法別管理表に該当する法別番号情報が存在しません。 当該法別番号情報は法別管理表に未登録

資格：有効期間外の公費負担者です。 有効期間外の公費負担者

資格：有効期間外の法別番号です。 有効期間外の法別番号

資格：公費１・２・３の優先順位関係に誤りがあります。 公費１・２・３の優先順位に誤り

資格：給付額減額により引下げられた給付率に一致しません。 給付額減額による引下げ給付率に不一致

13Q2

450 13QV

445 法
別
管
理
台
帳
/
公

費
負
担
者
台
帳

（
１

３

）

13PS

446 13PU

447 13PW

448 13Q0

449

431 1203

432 1204

433 1205

434 1206

435 1207

437 1209

436 1208

受
給
者
台
帳

（
１
２

）

425 12QA

426 12QJ

427 12QT

428 12VU

429 1201

430 1202

444 12SA

440 120C

441 120D

442

443

120E

120F

439 120B

438 120A



別紙5. エラーコード一覧

コード体系
×１ ×２ ×３ ×４ ×１×２ ・・・ カテゴリ　AA：形式誤り AB：項目属性誤り AC：二重登録（一次） AD：台帳突合誤り（一次） AE：サービス提供年月誤り AG：緊急時情報関連

　　　　　　　　　　　　　AH：特定情報関連 AN：二重登録（資格） AR：償還系誤り AS：計算誤り AT：数値不正（一次） AU：数値不正（資格） Y：医療 ZZ：その他
　　　　　　　　　　　　　10：事業所基本台帳またはサービス台帳 12：受給者台帳 13：法別管理台帳/公費負担者台帳 
　　　　　　　　　　　　　14：介護給付費単位数表/サービスコード管理/給付単価表/特定診療・特別療養・特別診療表 15：種類別市町村固有台帳 
　　　　　　　　　　　　　16：市町村特別給付台帳/地域密着型サービスコード台帳　20：介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード台帳
×３×４ ・・・ カテゴリ内の詳細コード

内部コード（審査チェックエラーコード） 内部コード（返戻事由エラーコード）
事前ﾁｪｯｸ
適用有無

項番
カテゴ
リ等

エラーコード

エラーコード一覧 (令和元年11月以降審査分)

資格：介護給付費単位数表に該当するサービス情報が存在しません。 当該サービス情報は単位数表無 ○

資格：介護給付費単位数表または介護特定診療表の制限回数日数を超えています。 制限回数日数超過

資格：このサービスに該当する公費は適用されていません。 当該サービスは公費対象外

資格：有効期間外の介護サービスです。 有効期間外の介護サービス ○

資格：給付単価表に該当する給付単価情報が存在しません。 当該給付単価情報は給付単価表になし

資格：有効期間外の給付単価です。 有効期間外の給付単価

資格：複数の市町村独自加算のサービスは請求できません。 市町村独自加算請求複数有り

資格：入所年月日、又は事業開始日より起算して算定期間の範囲外です。 入所・事業開始後算定期間超

資格：ターミナルケア(看取り介護)加算算定に必要な中止、退所年月日が未設定、又は中止理由が誤っています。 中止、退所日未設定又は理由誤

資格：初期加算算定に必要な入所年月日が未設定、又は入所年月日より３０日を超えています。 入所日未設定入所日後３０日超

資格：算定対象期間外に提供されたサービス、又は退所後の状況が誤りです。 算定対象期間外退所後の状況誤

資格：摘要欄が未記入です。 摘要欄は必須項目です ○

資格：旧措置入所者は請求できないサービスです。 旧措置入所者請求不可サービス

資格：食事サービスを算定できない法別番号です。 食事を算定できない法別番号

資格：同時に請求できないサービスです。 同時請求不可－サービス

資格：退所（院）年月日の翌月以降に算定できないサービスです。 退所翌月以降は算定不可

資格：初期加算又は認知症緊急対応加算算定に必要な入所年月日が未設定です。 同左

資格：入所年月日より３０日を越えています。 同左

資格：入所年月日より７日を越えています。 同左

資格：介護給付費単位数表（総合事業）に該当するサービス情報が存在しません。 同左 ○

資格：有効期間外の総合事業サービスです。 同左 ○

資格：介護給付費単位数表（総合事業）の制限回数日数を超えています。 同左

資格：福祉用具商品コードのフォーマットに誤りがあります。 同左

資格：福祉用具商品コードが登録されていません。 同左

資格：適用期間外の福祉用具商品コードです。 同左

資格：福祉用具商品コードの上限単位数を超えています。 同左

資格：共生型サービスのサービスコードが存在しません。 同左

資格：単位数が介護給付費単位数表の合成単位数と一致していません。 同左

資格：このサービス種類に該当する計画単位数（日数）の合計が種類別支給限度基準額を超えています。 サービス種類の合計が支給限度基準額超過

資格：種類別市町村固有台帳に該当する市町村固有情報が存在しません。 該当市町村固有情報台帳未登録

資格：有効期間外の種類別市町村固有情報です。 有効期間外－種類別市町村固有

資格：有効な種類別市町村固有情報が未登録です。市町村に確認してください。 同左

資格：種類支給限度基準額を超えています。 同左

資格：有効な区分別市町村固有情報が未登録です。市町村に確認してください。 同左

資格：区分支給限度基準額を超えています。 同左

476 140A

485

1408

1504

471 1405

475 1409

479 種
類
別
市
町
村
固
有

台
帳

(

1
5

)

15P6

480 15P7

481 15PQ

482 1501

483 1502

484 1503

465 14QY

466 14QZ

467 1401

1407

474

468 1402
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453 14PH

454 14PM

455 14PR

451 14P8

452 14PG

456 14PY

478 1411

477 1410



別紙5. エラーコード一覧

コード体系
×１ ×２ ×３ ×４ ×１×２ ・・・ カテゴリ　AA：形式誤り AB：項目属性誤り AC：二重登録（一次） AD：台帳突合誤り（一次） AE：サービス提供年月誤り AG：緊急時情報関連

　　　　　　　　　　　　　AH：特定情報関連 AN：二重登録（資格） AR：償還系誤り AS：計算誤り AT：数値不正（一次） AU：数値不正（資格） Y：医療 ZZ：その他
　　　　　　　　　　　　　10：事業所基本台帳またはサービス台帳 12：受給者台帳 13：法別管理台帳/公費負担者台帳 
　　　　　　　　　　　　　14：介護給付費単位数表/サービスコード管理/給付単価表/特定診療・特別療養・特別診療表 15：種類別市町村固有台帳 
　　　　　　　　　　　　　16：市町村特別給付台帳/地域密着型サービスコード台帳　20：介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード台帳
×３×４ ・・・ カテゴリ内の詳細コード

内部コード（審査チェックエラーコード） 内部コード（返戻事由エラーコード）
事前ﾁｪｯｸ
適用有無

項番
カテゴ
リ等

エラーコード

エラーコード一覧 (令和元年11月以降審査分)

資格：市町村特別給付台帳に該当する市町村特別給付情報が存在しません。 市区町村特別給付は台帳未登録

資格：有効期間外の市町村特別給付サービスです。 有効期間外－市町村特別給付

資格：地域密着型サービスコード台帳に該当するサービス情報が存在しません。 市町村独自加算算定不可

資格：有効期間外の地域密着型サービスです。 有効期間外の市町村独自加算

資格：市町村特別給付台帳の市町村特別支給限度基準額を超えています。 市町村特別給付の支給限度額超

資格：保険者に認定されていない総合事業サービスです。 同左

資格：有効期間外の総合事業サービスです。 同左

資格：介護予防・日常生活支援総合事業費サービスコード台帳の利用者負担額を超えています。 同左

資格：有効期間外の総合事業サービスです。（保険者指定） 同左

資格：総合事業サービスコード台帳の制限回数日数を超えています。 同左

資格：保険者より総合事業サービスコード台帳が提出されていません。 同左

資格：保険者が設定した総合事業サービスコード台帳の単位数が誤っています。 同左

支援事業所に請求明細書に対応した給付管理票の提出依頼が必要 5003

サービス計画費に対応した給付管理票の提出が必要 5004

支援事業所に請求明細書に対応した給付管理票の修正依頼が必要 5011

査定でエラーのあるもの 5006

４種類以上のサービスを計画していないため返戻 5008

給付管理票に予防（介護）サービスが記載されているため返戻 5013

486
市
町
村
特
別
給
付
台
帳
/
地

域
密
着
型
サ
ー

ビ
ス
コ
ー

ド

台
帳

（
１
６

）
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2005495

16PX

490 16Q8
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491

500 返戻

502 返戻
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返戻
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496 2006

498
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保留
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